
大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

1 1 (1) ①
こころの健康づくり

の啓発

ストレス等から起こる様々なこころの病気の予

防に関する啓発を行う

市町村や保健所等において主催するイベント等を通じて、府民がス

トレスについての正しい知識を持つための取組みが展開できるよう

こころの健康づくりに関連する啓発リーフレットを配布する。（毎

年度1,500部以上配布）

－ ストレス関連のリーフレットの配布や

ホームページ等を活用し、こころの健康

づくりについての広報啓発を行う。

ストレス関連のリーフレットの配布 （計

13,722部）
A

ストレス関連のリーフレットの配布

・R5年度　23,813部

・R6年度　13,722部
-

ストレス関連のリーフレットの配布

やホームページ等を活用し、こころ

の健康づくりについての広報啓発を

行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

2 1 (1) ②

事業所のメンタルヘ

ルス推進担当者養成

研修会

中小企業等におけるメンタルヘルス推進担当者

（人事労務担当者等）の養成

・府内事業所におけるメンタルヘルス推進担当者の養成

・研修会受講者　2,400人

　（年2回×定員200人×6年間）

1,232 〇事業所のメンタルヘルス推進担当者研

修会　開催

　・開催回数　2回

　・定員100人×2回

〇事業所のメンタルヘルス推進担当者研修会

　・開催回数　2回

　・受講者数　535人 A

〇研修会の開催

・R5年度

　開催回数：２回　参加者：423人

・R6年度

　開催回数：２回　参加者：535人

1,249

〇事業所のメンタルヘルス推進担当

者研修会　開催

　・開催回数　2回

　・定員100人×2回

商工労働

部

労働環境

課　相談

G

3 1 (1) ②

職場のメンタルヘル

スに関するセミナー

の実施

事業主等の理解を深め、良好な職場環境の形成

を支援する。また、市町村、商工会議所・商工

会等が実施する職場のメンタルヘルスに関するセ

ミナーの開催に協力

市町村、商工会議所・商工会等が実施する職場のメンタルヘルスに

関するセミナーの開催

　・年1回

　・定員　計100人

- 〇セミナー開催

　・年1回

〇セミナー開催

　・年1回

　・参加者数40人 A

〇セミナー開催

・R5年度

　開催回数：１回　参加者：61人

・R6年度

　開催回数：１回　参加者：40人

-

〇セミナー開催

　・年1回
商工労働

部

労働環境

課　労働

環境推進

G

4 1 (1) ②
中小企業労働環境向

上促進事業

中小企業の事業主及び人事労務担当者･労働者に

労働法の基礎的知識の周知・普及と個別課題に

かかる実務ノウハウを提供する講座を実施し、労

働環境向上の取組みを促す。

実施に関しては検討中 1,150 〇セミナー開催

　・14回

　・参加者数1,000人

〇セミナー開催

　・31回

　・参加者数1,260人 A

〇セミナー開催

・R5年度

　開催回数：35回　参加者：1,414人

・R6年度

　開催回数：31回　参加者：1,260人

1,150

〇セミナー開催

　・14回

　・参加者数1,000人
商工労働

部

労働環境

課　労働

環境推進

G

5 1 (1) ②
職場のメンタルヘル

ス対策

大阪産業保健総合支援センター等と連携し、職

域におけるメンタルヘルスに関する研修を行う。

産業保健スタッフの資質向上と、良好な職場環境整備が促進され

る。

職域におけるメンタルヘルス対策が推進される。

（毎年度研修３回以上開催、受講者年間40名以上）

－ ストレス関連のリーフレットの配布や

ホームページ等を活用し、こころの健康

づくりについての広報啓発を行う。

大阪産業保健支援センター等と連記しメンタル

ヘルスに関する研修を開催した。

・開催回数　4回

・参加者　120人

A

メンタルヘルスに関する研修の開催

・R5年度　開催回数：3回、参加人数：58人

・R6年度　開催回数：4回、参加人数：120人
-

大阪産業保健支援センター等と連携

しメンタルヘルスに関する研修を開

催する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

6 1 (1) ③
こころの健康づくり

の研修

精神保健、医療、福祉関係職員や市町村職員等

に対して、ストレスに関連して起こり得る様々な

疾患についての研修を実施する。

精神保健、医療、福祉関係職員や市町村職員等が正しい知識等を習

得することにより、メンタルヘルスケアを含む相談への的確な対応

ができるようになる。（毎年度研修２回開催、受講者年間100名以

上）

－ 精神保健、医療、福祉関係職員や市町村

職員等を対象にメンタルヘルス関連の研

修を開催する。

精神保健福祉業務従事者や教職員、医療機関従

事者等を対象にメンタルヘルスに関する研修を

開催した。

・開催回数　  ７回

・参加者　　  267人

A

メンタルヘルスに関する研修の開催

・R5年度　開催回数：13回、参加人数：435

人

・R6年度　開催回数：7回、参加人数：267人

-

精神保健、医療、福祉関係職員や市

町村職員等を対象にメンタルヘルス

関連の研修を開催する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

7 1 (1) ④ 府営公園事業の推進

府民のレクリエーションの場の提供、都市環境

の改善、災害時の避難場所など多様な機能を持

つ府営公園の適正な管理と整備拡充によって、

快適な生活環境づくりを進める。

府内19公園において、府民のレクリエーションの場の提供、都市環

境の改善、災害時の避難場所など多様な機能を持つ府営公園の適正

な管理と整備拡充による快適な生活環境づくり

5,522,830 府営公園の適正な管理と民間活力を積極

的に導入した利活用の促進。

災害発生時の避難場所や活動拠点となる

防災公園の整備や、効率的な維持管理に

よる施設の長寿命化。

19公園において事業を推進した。

A

PMO事業やＰＦＩによる民間活力の導入によ

り府営公園の利活用促進を図るとともに、災

害時の避難場所や活動拠点となる防災公園の

整備や公園施設の長寿命化を図った

5,553,000

府営公園の適正な管理と民間活力を

積極的に導入した利活用の促進。

災害発生時の避難場所や活動拠点と

なる防災公園の整備や、効率的な維

持管理による施設の長寿命化。

都市整備

部
公園課

8 1 (1) ⑤
災害時のこころのケ

アに関する研修

災害時におこる身体的および心理的反応や支援

者のセルフケアについて研修を行う。

市町村や民間の相談機関等の災害時対応職員が、大規模災害時に被

災者等のこころのケアを行うことができる。（毎年度研修１回以上

開催、受講者年間40名以上）

－ 市町村や民間の相談機関等の災害時対応

職員対象に、災害時等のこころのケアに

関する研修を開催する。

市町村や民間の相談機関等の災害時対応職員対

象に、災害時等のこころのケアに関する研修を

開催した。

・開催回数　　1回

・参加者　　　46人

A

災害時等のこころのケアに関する研修の開催

・R5年度　開催回数：1回、参加人数：40人

・R6年度　開催回数：1回、参加人数46人 -

市町村や民間の相談機関等の災害時

対応職員対象に、災害時等のこころ

のケアに関する研修を開催する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

9 1 (2) ①
こころの健康相談事

業

保健所において精神科医やケースワーカー、保

健師等による精神保健福祉相談・訪問指導を実

施し、受診勧奨や日常生活を送る上での援助及

び社会復帰のための支援を実施。

・精神疾患のある方が医療機関につながる

・精神疾患に関する早期治療や精神障がい者の社会復帰が促進され

る

・府保健所（政令市を除く）のこころの健康相談を実施

24,478 ・府保健所（政令市を除く）のこころの

健康相談を実施

こころの健康相談事業　相談・訪問延件数：

24,284件
A

・R5年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 25,647件

・R６年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 24,284件

24,751

・府保健所（政令市を除く）のここ

ろの健康相談を実施 健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

10 1 (2) ① こころの電話相談

こころの病やこころの健康に不安をお持ちの

方、医療機関や障がい福祉サービスの情報など

を知りたい方のための電話相談を実施する。

こころの健康や死にたいという悩みを抱えた人が電話で相談するこ

とで、必要な医療機関や相談機関に繋がっている。

3460 ①こころの電話相談を実施

②電話相談対応力向上のため、事例検討

会を5回実施

①こころの電話相談を月～金曜日、9時30分～

17時に実施：延べ2,031件

②電話相談対応力向上のため、事例検討会を5

回実施

A

・こころの電話相談

　R5年度2,090件、R6年度2,031件

・事例検討会

　R5年度5回23名、R6年度5回28名

3,566

①こころの電話相談を実施

②電話相談対応力向上のため、事例

検討会を5回実施
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

11 1 (2) ①
こころの健康相談統

一ダイヤル

自殺予防の相談電話（こころの健康相談統一ダイ

ヤル）を実施。

9月(自殺予防週間)、3月(自殺対策強化月間)は1

か月間24時間体制で集中電話相談を実施。

こころの健康や死にたいという悩みを抱えた人が電話で相談するこ

とで、必要な医療機関や相談機関に繋がっている。

24754 ①こころの健康相談統一ダイヤルを実施

②電話相談対応力向上のため、「ゲート

キーパー養成研修」を2回、事例検討会

を5回実施

①こころの健康相談統一ダイヤルを月～金曜

日、9時30分～17時に実施：延べ9,227件

自殺予防集中電話相談を実施：令和5年9月

1,047件、令和6年3月1,143件

②電話相談員対象の「ゲートキーパー養成研

修」を2回、事例検討会を5回実施。

A

・こころの健康相談統一ダイヤル

　R5年度6,931件、R6年度9,227件

・ゲートキーパー養成研修

　R5年度2回2名、R6年度4回4名

・事例検討会

　R5年度5回23名、R6年度5回28名

16,630

①こころの健康相談統一ダイヤルを

実施

②電話相談対応力向上のため、

「ゲートキーパー養成研修」を3

回、事例検討会を5回実施

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

12 1 (2) ②
メンタルヘルス専門

相談

職場において心の健康に不安を感じている労働

者、従業員の心の健康問題に関わる中小企業の

人事労務担当者及び使用者に、精神科医、臨床

心理士、産業カウンセラーが相談に応じる。

・勤務問題等を理由とする自殺の防止

・専門相談：毎月5回　相談者　600人

1,395 〇専門相談

　・毎月5回

〇専門相談

　・開催回数　毎月５回

　・相談者　21人 A

〇専門相談

・R5年度

　開催回数：毎月5回　相談者：35人

・R6年度

　開催回数：毎月5回　相談者：21人

1,408

〇専門相談

　・毎月5回
商工労働

部

労働環境

課　相談

G

13 2 (1) ①
インターネットによ

る普及啓発

インターネットを活用し自殺や自殺関連事象等

に関する情報を提供し正しい知識の普及を行う

インターネットの活用により自殺や自殺関連事象等の正しい知識の

普及が図られるようになる。

－ ホームページなどインターネットを活用

し、自殺や自殺関連事象の正しい知識

の普及を図る。

自殺対策に関するホームページの更新（計 54

回）
A

自殺対策に関するホームページの更新

・R5年度　更新回数：43回

・R6年度　更新回数：54回
-

ホームページなどインターネットを

活用し、自殺や自殺関連事象の正し

い知識の普及を図る。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

14 2 (1) ①
若年層向け相談窓口

案内サイトの運営

メンタルヘルスに不調を抱える若者が相談窓口

につながるよう、若者向け相談窓口案内サイト

を運営する。

若者が相談窓口を認知することができる。

〇年間アクセス数：10,000以上

- 若年層向け相談窓口案内サイト「大阪こ

ころナビ」を運営し、9月及び3月にサイ

トの周知を実施する。

広告配信回数：11,048,995回

クリック数：56,622

大阪こころナビ訪問数：60,543人

A

【広告配信回数】

R5年度：　5,485,462回

R6年度：　11,048,995回

【クリック数】

令和5年度：　18,093

令和6年度：　56,622

【大阪こころナビ訪問数】

R5年度：　22,858人

R6年度：　60,543人

-

若年層向け相談窓口案内サイト「大

阪こころナビ」を運営し、9月及び3

月にサイトの周知を実施する。

健康医療

部

地域保健

課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

15 2 (2) ①
うつ病についての広

報啓発

リーフレットやホームページ等を活用して、うつ

病の症状に気づき、医師等の専門家に相談する

よう呼びかける等、うつ病についての広報啓発

を行う。

うつ病の症状に早期に気づき、医師等の専門家に相談できるような

る。

（うつ病に関するリーフレットの配布数毎年度50部以上）

－ うつ病についてのリーフレットの配布等

により、専門家への相談につながるよう

に広報啓発を行う。

うつ病についてのリーフレットの配布（計220

部）

A

うつ病についてのリーフレット配布

・R5年度　317部

・R6年度　220部 -

うつ病についてのリーフレットの配

布等により、専門家への相談につな

がるように広報啓発を行う。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

16 2 (2) ①
リーフレット作成・

パネル作成貸出

うつ病、アルコール依存症等の精神疾患の理解と

対応、メンタルヘルス・自殺関連のパネルや

リーフレットの作成・貸し出しや、ホームページ

を利用して普及啓発を行う。

うつ病やアルコール依存症等の精神疾患、メンタルヘルス、自殺対

策に関する正しい知識の普及を図る。（リーフレット等の配布毎年

度1,500部以上）

－ うつ病やアルコール依存症等についての

リーフレットの配布等により、専門家へ

の相談につながるように広報啓発を行

う。

うつ病やストレス関連のリーフレットの作成

（計16,000部）

うつ病やストレス関連のリーフレットの配布

（計13,722部）
A

うつ病やストレス関連のリーフレット作成、

配布

・R5年度　作成：16,000部、配布：24,130部

・R6年度　作成：16,000部、配布：13,722部
-

うつ病やアルコール依存症等につい

てのリーフレットの配布等により、

専門家への相談につながるように広

報啓発を行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

17 2 (2) ② エイズ予防対策事業

府保健所医師・保健師等のエイズカウンセリン

グ能力の向上を目的とした研修会及び個別施策

層への支援について理解を深めるための普及啓

発講習会の開催

初めてHIV等業務に従事する保健師等が、MSM(男性間で性的行為

を行う者）等の個別施策層への理解を深め、HIV等検査時の支援、

HIV/AIDS等の性感染症の予防啓発に繋げられるようになる（活動指

標：基礎知識、面接技術、性の多様性、HIV陽性者支援等に係る研

修会を継続的に開催する）

706 ①HIV/エイズ基礎研修→7月に2回に分け

て実施予定（オンライン形式）※他団体

主催の基礎研修の推薦も併せて実施

②エイズカウンセリング研修（基礎編）

→9月に対面式で1回実施予定

③エイズカウンセリング研修（応用編）

→10月に対面式で1回実施予定

④HIV検査相談研修会→他団体主催のＨ

ＩＶ検査相談研修会（オンライン形式：

8月 2回）の推薦は実施予定

⑤性感染症予防講習会→1回実施予定

⑥STI学習会→NPO法人の協力を得て1回

以上実施予定

①HIV/エイズ基礎研修参加者数：当課主催22

名、他団体主催（当課より推薦）10名

②エイズカウンセリング研修（基礎編）参加者

数：10名

③エイズカウンセリング研修（応用編）参加者

数：11名

④HIV検査相談研修会参加者数：他団体主催

（当課より推薦）7名

⑤性感染症予防講習会参加者数：88名

⑥STI学習会参加者数：41名
A

①HIV/エイズ基礎研修

＜当課主催＞

R5年度　開催回数：1回　参加者数：26名

R6年度　開催回数：1回　参加者数：22名

＜他団体主催（当課より推薦）＞

R5年度　開催回数：1回　参加者数：15名

R6年度　開催回数：1回　参加者数：10名

②エイズカウンセリング研修（基礎編）

R5年度　開催回数：1回　参加者数：13名

R6年度　開催回数：1回　参加者数：10名

③エイズカウンセリング研修（応用編）

R5年度　開催回数：1回　参加者数：12名

R6年度　開催回数：1回　参加者数：11名

④HIV検査相談研修会

＜他団体主催（当課より推薦）＞

R5年度　開催回数：2回　参加者数：8名

R6年度　開催回数：2回　参加者数：7名

⑤性感染症予防講習会

R5年度　開催回数：1回　参加者数：58名

R6年度　開催回数：1回　参加者数：88名

⑥STI学習会

R5年度　開催回数：2回　参加者数：23名

R6年度　開催回数：3回　参加者数：41名

706

①HIV/エイズ基礎研修→7～8月に2

回に分けて実施予定（※他団体主催

の基礎研修の推薦も併せて実施）

②エイズカウンセリング研修（基礎

編）→9月に対面式で1回実施予定

③エイズカウンセリング研修（応用

編）→10月に対面式で1回実施予定

④HIV検査相談研修会→他団体主催

のＨＩＶ検査相談研修会（オンライ

ン形式：8月 2回）の推薦を実施予

定

⑤性感染症予防講習会→1回実施予

定

⑥STI学習会→NPO法人の協力を得

て1回以上実施予定

健康医療

部

感染症対

策課

18 2 (2) ②
依存症に関する普及

啓発

リーフレットやホームページ、セミナー等の機会

を通じて、依存症の正しい知識の普及啓発を行

う。

若年層を対象とした予防啓発の強化や依存症に関する正しい知識の

普及と理解の促進を行っていく。

・高等学校等における予防啓発授業　等の実施率　R7年度末まで毎

年度100％

※R5年度は実施時期が下半期となるため、半数の50％とする。

・教員向け研修会の参加者数 R7年度末まで毎年度100名以上

・依存症総合ポータルサイトのアクセス数　R7年度末まで毎年度2

万件以上

※R5年度は運用時期が下半期となるため半数の１万件とする。

・府民セミナー・シンポジウムの参加者数　R7年度末まで毎年度

2,000名以上

30,074 ・若年層への予防啓発強化のため、児

童・生徒や大学・専修学校、若年層に関

わる機会がある人たち等への普及啓発を

行う。

・依存症総合ポータルサイトの運用を

行っていく。

・府民に対して依存症に関する正しい知

識の普及及び相談機関周知のためのセミ

ナーを開催する。

・ギャンブル等依存症問題啓発月間やア

ルコール関連問題啓発週間にて多様な関

係機関と連携した普及啓発を行う。

・若年層への予防啓発強化のため、児童・生徒

や大学・専修学校、若年層に関わる機会がある

人たち等への普及啓発を行った。

・高等学校等における予防啓発授業　等の実施

率　100％

・教員向け研修会（出講研修会含む）の参加者

数　288名

・依存症総合ポータルサイトのアクセス数　約

51,000件

・府民セミナー・シンポジウムの参加者数　約

7,500名（オンデマンド配信の再生回数含む）

A

・若年層への予防啓発強化のため、児童・生

徒や大学・専修学校、若年層に関わる機会が

ある人たち等への普及啓発を行った。

・高等学校等における予防啓発授業　等の実

施率　R5・6年度　100％

・教員向け研修会（出講研修会含む）の参加

者数

R5年度　286名

R6年度　288名

・依存症総合ポータルサイトのアクセス数

R5年度　約1万件

R6年度　約51,000件

・府民セミナー・シンポジウムの参加者数

R5年度　約1,950名

R6年度　約7,500名

28,994

・若年層への予防啓発強化のため、

児童・生徒や大学・専修学校、若年

層に関わる機会がある人たち等への

普及啓発を行う。

・依存症総合ポータルサイトの運用

を行っていく。

・府民に対して依存症に関する正し

い知識の普及及び相談機関周知のた

めのセミナーを開催する。

・ギャンブル等依存症問題啓発月間

やアルコール関連問題啓発週間にて

多様な関係機関と連携した普及啓発

を行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

19 2 (3)
①

②

自殺予防週間・自殺

対策強化月間におけ

る普及啓発及

自殺予防週間（9月）及び自殺対策強化月間（３

月）に、自殺予防に関することや相談窓口につ

いて重点的に周知・啓発を行う。また、市町村

や関係機関・団体が啓発活動を重点的に推進で

きるよう情報提供等を行う。

重点的に周知・啓発を実施することで自殺対策に関する府民の理解

が深まる。

〇府政だより掲載：年2回

- ・自殺予防週間及び自殺対策強化月間に

府政だよりや府WEBサイト等にて情報発

信を行う。

・市町村に対して、相談窓口情報を提供

し啓発を依頼する。

・自殺予防週間及び自殺対策強化月間に、府政

だより及び府Webサイトにて情報発信を行っ

た。

・市町村あてに周知啓発資料の提供とともに啓

発を依頼した。

・令和６年度普及啓発事業・イベント等実施市

町村

　自殺予防週間：30市町村

　自殺対策強化月間：39市町村

A

・自殺予防週間及び自殺対策強化月間に、府

政だより及び府Webサイトにて情報発信を

行った。

・市町村あてに周知啓発資料の提供とともに

啓発を依頼した。

・令和６年度普及啓発事業・イベント等実施

市町村

自殺予防週間：R5　31市町村

　　　　　　　R6　30市町村

自殺対策強化月間：R5  33市町村

　　　　　　　  　 R6  39市町村

-

・自殺予防週間及び自殺対策強化月

間に府政だよりや府WEBサイト等に

て情報発信を行う。

・市町村に対して、相談窓口情報を

提供し啓発を依頼する。
健康医療

部

地域保健

課

20 2 (4) ① 人権啓発事業

性的マイノリティに関しての正しい知識の普及啓

発を行う。性の多様性に関する理解の増進に関

する施策を実施し、性的マイノリティに対する誤

解や偏見、差別をなくす。

性的指向及び性自認の多様性に関する府民の関心及び理解を深め

る。

6,045 　性的マイノリティの人権問題について

の理解増進に向けた取組

①啓発冊子

　【大阪府人権白書「ゆまにてなにわ

39」】　（墨字版：30,000部、点字版：

200部）

②性的マイノリティの啓発ポスター作成

③性の多様性に関する啓発動画

④デジタルサイネージ

⑤府職員向け研修

⑥パートナーシップ宣誓証明制度の周

知・運用

性的マイノリティの人権問題についての理解増

進に向けた取組

①啓発冊子

　【大阪府人権白書「ゆまにてなにわ 39」】

（墨字版：30,000部、点字版：200部）

②性的マイノリティの啓発ポスター作成

③性の多様性に関する啓発動画

④デジタルサイネージ

⑤府職員向け研修

⑥パートナーシップ宣誓証明制度の周知・運用

A

研修会の開催

・R5年度　受講者数

オンライン研修1，050人

・R6年度　受講者数

オンライン研修375人

対面研修受講者数38人 6,703

性的マイノリティの人権問題につい

ての理解増進に向けた取組

①啓発冊子

　【大阪府人権白書「ゆまにてなに

わ 40」】　（墨字版：30,000部、

点字版：210部）

②性の多様性に関する啓発動画

③デジタルサイネージ

④府職員向け研修

⑤パートナーシップ宣誓証明制度の

周知・運用

府民文化部人権局

No.49に一

部 重複計

上



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

（再） 21 3 (1) ①
こころの健康相談事

業

保健所において精神科医やケースワーカー、保

健師等による精神保健福祉相談・訪問指導を実

施し、受診勧奨や日常生活を送る上での援助及

び社会復帰のための支援を実施。

・精神疾患のある方が医療機関につながる

・精神疾患に関する早期治療や精神障がい者の社会復帰が促進され

る

・府保健所（政令市を除く）のこころの健康相談を実施

24,478 ・府保健所（政令市を除く）のこころの

健康相談を実施

こころの健康相談事業　相談・訪問延件数：

24,284件
A

・R5年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 25,647件

・R６年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 24,284件

24,751

・府保健所（政令市を除く）のここ

ろの健康相談を実施 健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

（再） 22 3 (1) ① こころの電話相談

こころの病やこころの健康に不安をお持ちの

方、医療機関や障がい福祉サービスの情報など

を知りたい方のための電話相談を実施する。

こころの健康や死にたいという悩みを抱えた人が電話で相談するこ

とで、必要な医療機関や相談機関に繋がっている。

3460 ①こころの電話相談を実施

②電話相談対応力向上のため、事例検討

会を5回実施

①こころの電話相談を月～金曜日、9時30分～

17時に実施：延べ2,031件

②電話相談対応力向上のため、事例検討会を5

回実施

A

・こころの電話相談

　R5年度2,090件、R6年度2,031件

・事例検討会

　R5年度5回23名、R6年度5回28名

3,566

①こころの電話相談を実施

②電話相談対応力向上のため、事例

検討会を5回実施
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 23 3 (1) ②
こころの健康相談統

一ダイヤル

自殺予防の相談電話（こころの健康相談統一ダイ

ヤル）を実施。

9月(自殺予防週間)、3月(自殺対策強化月間)は1

か月間24時間体制で集中電話相談を実施。

こころの健康や死にたいという悩みを抱えた人が電話で相談するこ

とで、必要な医療機関や相談機関に繋がっている。

24754 ①こころの健康相談統一ダイヤルを実施

②電話相談対応力向上のため、「ゲート

キーパー養成研修」を2回、事例検討会

を5回実施

①こころの健康相談統一ダイヤルを月～金曜

日、9時30分～17時に実施：延べ9,227件

自殺予防集中電話相談を実施：令和5年9月

1,047件、令和6年3月1,143件

②電話相談員対象の「ゲートキーパー養成研

修」を2回、事例検討会を5回実施。

A

・こころの健康相談統一ダイヤル

　R5年度6,931件、R6年度9,227件

・ゲートキーパー養成研修

　R5年度2回2名、R6年度4回4名

・事例検討会

　R5年度5回23名、R6年度5回28名

16630

①こころの健康相談統一ダイヤルを

実施

②電話相談対応力向上のため、

「ゲートキーパー養成研修」を3

回、事例検討会を5回実施

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

24 3 (1) ③ 相談機関等の啓発

多重債務、労働、DV、女性相談、児童問題等自

殺の要因に繋がる各相談機関等を広く府民に啓

発する冊子等の作成、WEB掲載。

様々な相談機関等についての情報が広く府民に周知されるる。

（冊子等の毎年度配布数3,000部以上）

－ 様々な相談機関などの情報をホーム

ページなどを活用して府民に周知する。

相談窓口のリーフレットの配布（計5,377部）

A

相談窓口のリーフレットの配布

・R5年度　15,198部

・R6年度　5,377部
-

様々な相談機関などの情報をホーム

ページなどを活用して府民に周知す

る。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

25 3 (1) ④
総合相談事業交付金

の交付

住民の自立支援、福祉の向上等に資することを

目的に、市町村が地域の実情に沿って取り組む

相談事業を支援、促進するため市町村に交付。

市町村の人権相談機能の充実・強化を図り、府民が身近なところで

安心して相談できる体制を作る。

262,900 府内市町村のより効果的な取組を促すた

め、市町村に対し総合相談事業交付金を

交付する。

効果的な取り組みを行った府内市町村に対し、

総合相談事業交付金を合計260,285千円交付し

た。 A

効果的な取り組みを行った府内市町村に対し

総合相談事業交付金を交付した。

令和５年度　259,606千円

令和６年度　260,285千円

262,900

府内市町村のより効果的な取組を促

すため、市町村に対し総合相談事業

交付金を交付する。 府民文化部人権局

26 3 (2) ①

児童の安全確認の徹

底と子ども家庭セン

ターや市町村、警察

等との連係強化

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐

待を受けた子どもの適切な保護・支援を図るた

め、子ども家庭センターや市町村、警察等関係

機関は相互に情報を共有し、緊密に連携する。

児童虐待事案を認知した場合には、被害児童の安全確認及び安全確

保を最優先とした対応を徹底する。

児童虐待が疑われる場合は、子ども家庭センターへ確実に通告を行

う。

－ 　児童虐待事案を認知した場合には、被

害児童の安全確認及び安全確保を最優先

とした対応を徹底する。

　児童虐待が疑われる場合は、子ども家

庭センターへ確実に通告を行う。

児童虐待が疑われる事案として、警察が子ども

家庭センターへ通告した通告児童数（令和６

年）

１４，２１５人

A

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や

虐待を受けた子どもの適切な保護・支援を図

るため、子ども家庭センターや市区町村・警

察等関係機関は相互に情報を共有し、緊密に

連携する。

-

児童虐待事案を認知した場合には、

被害児童の安全確認及び安全確保を

最優先とした対応を徹底する。

児童虐待が疑われる場合は、子ども

家庭センターへ確実に通告を行う。

大阪府警
生活安全

総務課

27 3 (2) ①
SNSを活用した児童

虐待防止相談事業

児童虐待の防止・予防に向けた取組の１つとし

て、気軽に悩みを相談できる環境整備のため、

LINEを活用した相談窓口を設置。

18,240件

※本事業は単年度契約を行ているものであり、令和10年度までの事

業予算を認められているものではないため、令和５年度事業見込み

に6倍した件数を令和10年度までの活動指標とする。

61,007 3379件

※本事業はLINE相談対応に係る人件費に

基づき予算計上していることから、相談

件数などの事業見込みを設定するもので

はない。よって、令和６年度の事業見込

みについては、令和５年度の相談件数実

績と同数とする。

3425件

A

令和５年度　3,379件

令和６年度　3,425件

36381

3425件

※本事業はLINE相談対応に係る人

件費に基づき予算計上していること

から、相談件数などの事業見込みを

設定するものではない。よって、令

和７年度の事業見込みについては、

令和６年度の相談件数実績と同数と

する。

福祉部
家庭支援

課

28 3 (2) ①

・子ども家庭セン

ター（児童相談所）

における相談支援

・市町村児童家庭相

談担当者スキルアッ

プ研修

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐

待を受けた子どもの適切な保護・支援を図るた

め、子ども家庭センターや市町村による相談支

援、一時保護等の体制を強化するとともに、社

会的養護の充実を図る。

市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修

66日138講座（11日23講座を6倍した数値）

1,906 市町村児童家庭相談担当者スキルアップ

研修

９日23講座

市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修

9日23講座

A

令和５年度　11日23講座

令和６年度　9日23講座

1906

市町村児童家庭相談担当者スキル

アップ研修

8日23講座
福祉部

家庭支援

課

29 3 (2) ②

被害者の心情に配慮

した対応と、相談支

援機関との連携

性犯罪・性暴力被害者の心情に配慮した事情聴

取や要望の聴取を行い、相談支援機関と連携を

強化する。

性犯罪・性暴力被害者の事情聴取等には、女性が対応する等、被害

者の心情に配慮した対応を継続し、相談支援機関との連携を強化す

る。

－ 被害者の心情に配意して事情聴取等にあ

たる警察職員を選定して対応するほか、

関係機関・団体と連携し、被害者の要望

に沿った支援を推進する。

被害者の心情に配意して事情聴取等にあたる警

察職員を選定して対応したほか、関係機関・団

体と連携し、被害者の要望に沿った支援を実施

した。

A

被害者の心情に配意して事情聴取等にあたる

警察職員を選定して対応したほか、民間支援

団体・大阪弁護士会等と連携し、被害者の要

望に沿った支援を実施した。

-

被害者の心情に配意して事情聴取等

にあたる警察職員を選定して対応す

るほか、関係機関・団体と連携し、

被害者の要望に沿った支援を推進す

る。

大阪府警
府民応接

センター

30 3 (2) ②
男性のための性被害

電話相談事業

性犯罪・性暴力の被害にあった男性に対して、専

門の相談員（男性1名を含む2名）による電話相

談を実施する。

相談しづらい男性性被害の相談先として定着させ、男性性被害の社

会的認知を高めるとともに被害の潜在化防止を図る。

450 電話相談　30件 電話相談　30件

A

R5　電話相談　30件

R6　電話相談　30件 489

電話相談　30件
政策企画

部

治安対策

課

R7新 31 3 (2) ②

大阪府性犯罪・性暴

力被害者のためのワ

ンストップ支援セン

ター運営事業

性暴力・性犯罪被害者のためのワンストップ支

援センターを核として、支援体制の充実を図りま

す。

24時間365日性犯罪・性暴力被害者からの相談を受けることができ

る体制を構築し、被害者支援の安定化を図り　、被害の深刻化の防

止につなげる。

A 107,124

相談件数　4,787件

政策企画

部

治安対策

課

32 3 (3) ① 多重債務者対策事業

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相談員の派遣

（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会（※）への講

師（弁護士）の派遣（※市町村主催）

返済困難者相談を担当する市町村に対し、市町村における相談窓口

対応の充実や府域全体の連携強化を図るため、各種支援を行う。

158

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相談員

の派遣（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会（※）

への講師（弁護士）の派遣（※市町村主

催）

・市町村向け連絡会議の開催(R6.5.22)

→多重債務相談者が抱える状況把握と対応につ

いてパネルディスカッション実施及び関連資料

の配布

・市町村向け債務整理研修会の開催(R6.7.2)

・住民向け相談会（※）への専門相談員の派遣

（※市町村主催）

→河内長野市に５月　１０月に各１回派遣

・市町村職員向け債務整理研修会（※）への講

師（弁護士）の派遣（※市町村主催）

→高槻市に２月に派遣

A

・市町村向け連絡会議の開催(R6.5.22)

　開催回数：１回　参加者：39名

・市町村向け債務整理研修会の開催(R6.7.2)

　開催回数：1回　参加者：21名

158

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相

談員の派遣（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会

（※）への講師（弁護士）の派遣

（※市町村主催）

商工労働

部
金融課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

33 3 (3) ②
生活困窮者自立支援

事業

広域自治体として府内における福祉事務所設置自

治体の取組みの広域支援を行うとともに、府福

祉事務所設置自治体（郡部）として、必須事業に

加え、全ての任意事業を実施する。また、認定

訓練事業所の確保及び利用促進を行う。

効果的な広域支援を行うため、市町村連絡会議や全市町村訪問を実

施する。また、管内福祉事務所設置自治体の円滑な事業実施や任意

事業の促進を図るとともに、郡部における実施体制の確保を行う。

83,383 ・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等

をヒアリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知

・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等をヒア

リング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

A

・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等をヒ

アリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

103,939

・市町村連絡会議、従事者研修を開

催

・市町村訪問を実施し、事業実施状

況等をヒアリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

福祉部
地域福祉

課

34 3 (3) ③
各実施機関が行う家

庭訪問等

生活保護による最低限度の生活保障と、ケース

ワーカーの家庭訪問や電話連絡等による生活状

況等の把握を行う。

各実施機関からの生活保護による最低限度の扶助と、世帯の状況に

応じた家庭訪問や電話連絡等を必要な回数実施

－ 郡部福祉事務所（子ども家庭センター３

か所）からの生活保護による最低限度の

扶助と、世帯の状況に応じた家庭訪問を

必要な回数実施

各実施機関からの生活保護による最低限度の扶

助と、世帯の状況に応じた家庭訪問を必要な回

数実施

令和6年度　計画件数＝2803件、実績件数＝

2937件

A

(訪問計画件数と訪問実施数）

令和5年度　計画件数＝2897件、実績件数＝

2505件

令和6年度　計画件数＝2803件、実績件数＝

2937件

-

郡部福祉事務所（子ども家庭セン

ター３か所）からの生活保護による

最低限度の扶助と、世帯の状況に応

じた家庭訪問を必要な回数実施

福祉部
社会援護

課

35 3 (4) ① 労働相談

「労働契約」、「賃金」や「解雇・退職勧奨」

などの労働問題に関する相談に対応

・安定した労使関係構築の支援 42,125 〇労働相談の実施

　・通年

〇労働相談

　・開催回数　通年

　・相談件数　11,980件 A

〇労働相談

・R5年度

　開催回数：通年　相談件数：15,476件

・R6年度

　開催回数：通年　相談件数：11,980件

43,331

〇労働相談の実施

　・通年
商工労働

部

労働環境

課　相談

G

36 3 (4) ①
労働情報発信ステー

ション事業

府内7地域で職場のハラスメントを中心とした労

働相談会を実施。労働相談、労働関係法令の周

知・啓発も行う。

・安定した労使関係構築の支援

・府内7地域で開催

・相談者　200人

・情報提供　18,000件

42,125

（労働相

談等事業

費）の一

部及び937

（勤労者

生活安定

化事業

費）の一

部

〇府内7地域で労働相談及び情報提供を

実施

〇大阪市14回・北大阪７回・阪南4回・中河内

１回

　・開催回数　26回

　・相談者　28人

　・情報提供数　2,508件

　・セミナー参加者　134人
A

・R5年度

　開催回数：30回　相談者：51人

・R6年度

　開催回数：26回　相談者：28人

43,331（労働

相談等事業

費）の一部及

び937（勤労

者生活安定化

事業費）の一

部

〇府内7地域で労働相談及び情報提

供を実施

商工労働

部

労働環境

課　相談

G

（再） 37 3 (4) ②
メンタルヘルス専門

相談

職場において心の健康に不安を感じている労働

者、従業員の心の健康問題に関わる中小企業の

人事労務担当者及び使用者に、精神科医、臨床

心理士、産業カウンセラーが相談に応じる。

・勤務問題等を理由とする自殺の防止

・専門相談：毎月5回　相談者　600人

1,395 〇専門相談

　・毎月5回

〇専門相談

　・開催回数　毎月５回

　・相談者　21人 A

〇専門相談

・R5年度

　開催回数：毎月5回　相談者：35人

・R6年度

　開催回数：毎月5回　相談者：21人

1,408

〇専門相談

　・毎月5回
商工労働

部

労働環境

課　相談

G

38 3 (4) ③

OSAKAしごとフィー

ルドによる雇用･就業

環境の改善を目指し

た就業支援の総合

サービス

学生・若者・就職困難者等の求職者等に対する

就業支援を実施。

就職決定者数　年間8,000人

（関連事業含む）

440,652 就職決定者数　年間8,000人

（関連事業含む）

就職決定者数　年間8,020人

（関連事業含む）

A

カウンセリング数

・R５年度　年間5,818人

・R６年度　年間5,825人 479,153

就職決定者数　年間8,000人

（関連事業含む）
商工労働

部

就業促進

課　就業

支援G

39 3 (4) ④

大阪府地域若者サ

ポートステーション

による若年無業者等

の職業的自立を目指

した就労支援事業

15歳から49歳までの若年無業者を対象に、自己

肯定感の養成や就職活動のサポート等、職業的

自立に向けた就労支援を実施する。

就職決定者数　年間132人

（大阪府地域若者サポートステーション）

- 就職等件数　年間132人

（大阪府地域若者サポートステーショ

ン）

就職等件数　年間113人

（大阪府地域若者サポートステーション）

A

相談数

・R５年度　年間2,040人

・R６年度　年間2,197人 -

就職等件数　年間161人

（大阪府地域若者サポートステー

ション）
商工労働

部

就業促進

課　就業

支援G

40 3 (5) ① 難病患者の支援

府保健所において、難病患者への訪問や、地域

の関係機関と連携して、難病患者の相談・支援を

行う。

難病患者の支援ニーズを把握し、関係機関と連携して、療養生活、

就労・就学や治療との両立など幅広く難病患者の療養支援を行う

（訪問2,700件　件、面接6,500件、電話8,000件）。また、地域での

療養に関する課題の共有や解決に向け、支援関係機関が参加する地

域ネットワーク会議を開催（９回以上/年度）し、地域全体での療

養支援体制の充実を目指す。

7,167 ・訪問：2,000件/年度

・面接：6,500件/年度

・電話：7,500件/年度

・地域ネットワーク会議：９回/年度

訪問：2,433件

面接：6,531件

電話：8,100件　　 〈暫定〉

地域ネットワーク会議：14件　(地域ネット

ワーク会議、2次医療圏会議含む）

A

訪問：R5　2,243件、R6　2,433件

面接：R5　6,971件、R6　6,531件

電話：R5　7,600件、R6　8,100件

ネットワーク会議　(地域ネットワーク会議、

2次医療圏会議含む）

：R5　11件、R6　14件

7,242千円

・訪問：2,400件/年度

・面接：6,500件/年度

・電話：7,700件/年度

・地域ネットワーク会議：９回/年

度

健康医療

部

地域保健

課

41 3 (5) ②

がん診療拠点病院に

設置されたがん相談

支援センターなどに

おけるがん患者及び

家族に対する相談支

援

がん相談支援センターなどにおける相談者に対し

て、適切な相談機関・窓口を案内

がん相談支援センターなどにおける相談者に対して、適切な相談機

関・窓口を周知する。

― 相談者に対して、適切な相談機関・窓口

の周知に努める。

相談者に対して、適切な相談機関・窓口の周知

をした。

A

相談者に対して、適切な相談機関・窓口の周

知

-

相談者に対して、適切な相談機関・

窓口の周知に努める。

健康医療

部

健康づく

り課

42 3 (5) ③

自殺対策人材養成研

修及び

自殺総合対策相談対

応啓発資料

介護者からの相談に対応する地域包括支援セン

ター職員や介護支援専門員等介護関係機関従事

者が、自殺や精神疾患についての正しい知識を

持ち、悩みや自殺のサインに気づき、必要な関

係機関と適切な連携が図れるように、研修や情

報提供を行う。

高齢者の支援機関等が開催する会議や研修等で高齢者の自殺対策に

ついて情報提供し、正しい知識・対応についての理解が深まる。

（毎年度１回以上）

－ 高齢者の支援機関等が開催する会議や研

修等で高齢者の自殺対策について情報提

供する。

市町村高齢担当課、地域包括支援センター対象

の研修会で自殺対策についての講義を行った。

・１回92名受講

市町村高齢担当課、地域包括支援センター、介

護支援専門員対象の会議や研修会等で高齢者の

自殺対策、相談窓口一覧のチラシを配布。

・相談窓口のチラシの配布　（計3709部）

A

研修会参加者に情報提供

・R５年度：開催回数１回　参加者：143人

・R６年度：開催回数：1回　参加者：92人

-

高齢者の支援機関等が開催する会議

や研修等で高齢者の自殺対策につい

て情報提供する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

43 3 (6) ①
男性のための電話相

談事業

家族、パートナー、親子関係、生き方、職場の

人間関係のことなど、専門の男性相談員が電話

による相談に応じるもの。

広域自治体として市町村相談事業の補完・支援をするとともに、関

係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図る。

25,004

の一部

電話相談

第2、3土曜日　11:00～15:00

第1、4水曜日　16:00～20:00

電話相談

232件 A

電話相談件数

R5年度　252件

R6年度　232件

25,004

の一部

電話相談

第2、3土曜日　11:00～15:00

第1、4水曜日　16:00～20:00

府民文化部

男女参

画・府民

協働課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

44 3 (6) ①
女性の抱える問題に

関する相談事業

ドーンセンターにおいて、女性が直面している

様々な問題について、電話相談、面接相談、

SNS相談、サポートグループ、法律相談の実施等

を通じ、女性の自立と主体的な生き方をめざす

ための必要な援助と解決のためのサポートを行

う。

また、市町村相談員等を対象に、ブロック別事

例検討会や、スキルアップ研修等を実施し、市

町村相談事業の充実を図る。

広域自治体として市町村相談事業の補完・支援をするとともに、関

係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図る。

25,004 面接相談

火～金　17:00～21:00

土・日　10:00～18:00

電話相談

火～金　16:00～20:00

土・日　10:00～16:00

SNS相談

第１～４火曜日　12:00～18:00

第１・３土曜日　  10:00～15:00

法律相談　年18回

面接相談

1,207件

電話相談

2,316件

SNS相談

178件

法律相談

41件

A

面接相談件数

R5年度　1,216件

R6年度　1,207件

電話相談件数

R5年度　2,373件

R6年度　2,316件

SNS相談件数

R5年度　205件

R6年度　178件

法律相談件数

R5年度　42件

R6年度　41件

25,004

の一部

面接相談

火～金　17:00～21:00

土・日　10:00～18:00

電話相談

火～金　16:00～20:00

土・日　10:00～16:00

SNS相談

第１～４火曜日　12:00～18:00

第１・３土曜日　  10:00～15:00

法律相談　年18回

府民文化部

男女参

画・府民

協働課

45 3 (6) ①

コロナ禍において困

難・課題を抱える女

性のための支援事業

「女性のためのコ

ミュニティスペー

ス」

ドーンセンターにおいて、カウンセラー等の資

格をもつ女性の支援スタッフによる情報提供のほ

か、交流会の開催や、必要に応じた生活用品等

の提供を実施。

関係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図

る。

14,157 火～金　13:00～18:00

土　　　　11:00～18:00

日・祝　  11:00～17:00

来所者数　1,285人

A

来所者数

R5年度　1,286人

R6年度　1,285人
14,157

火～金　13:00～18:00

土　　　　11:00～18:00

日・祝　  11:00～17:00
府民文化部

男女参

画・府民

協働課

46 3 (7) ① 孤独・孤立対策

・孤独・孤立対策関係課長会議の開催

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラット

フォーム」を活用した関係機関との連携体制の構

築等

・官民連携での孤独孤立対策の実施。 ー ・国からの情報を庁内関係課や市町村担

当課へ周知し、孤独・孤立施策の情報共

有を行う。

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プ

ラットフォーム」参画団体に対して団体

同士の連携しやすい関係づくりに向けた

意見交換会の開催

・孤独・孤立対策強化月間において、府

ＨＰ等を活用し孤独・孤立対策への啓発

や相談窓口の周知の強化を図る。

・「孤独・孤立対策と重層的支援体制整備事業

との連携通知について」等の国通知を庁内関係

課や市町村担当課へ周知し、孤独・孤立施策の

情報共有を図った。

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラット

フォーム」参画団体に対して団体同士の連携し

やすい関係づくりに向けたフォーラムを開催し

た。

・孤独・孤立対策強化月間において、府ＨＰ等

を活用し孤独・孤立対策への相談窓口の周知や

啓発イベントを開催した。

A

孤独・孤立対策公民連携フォーラムの開催

令和5年度（令和6年3月）

参加者数　42人

令和6年度（令和6年12月）

参加者数　60人 －

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携

プラットフォーム」参画団体に対し

て団体同士の連携しやすい関係づく

りに向けた意見交換会の開催

・孤独・孤立対策強化月間におい

て、府ＨＰ等を活用し孤独・孤立対

策への啓発や相談窓口の周知の強化

を図る。

・国からの情報を庁内関係課や市町

村担当課へ周知し、孤独・孤立施策

の情報共有を行う。

福祉部
地域福祉

課

47 3 (7) ②
ひきこもり地域支援

センター事業

ひきこもり状態にある本人等から電話で相談を

受けるとともに、地域におけるひきこもり支援

を充実させるため、個別支援のコンサルテー

ションや研修等、市町村等の支援者に対する後

方支援を実施。また、市町村の支援ネットワー

クづくりに向けた助言・支援を行う。

ひきこもり状態にある本人や家族が住み慣れた身近な地域において

多機関の連携により、包括的な支援を受けることができるようにな

る。

10,480 ①各市町村の社会資源等の情報収集

②市町村や保健所等でひきこもりに関す

る専門相談（コンサルテーション）の実

施

③専門相談によるノウハウの蓄積、評

価・分析

④保健所等での家族教室、研修会の運営

支援

①大阪府内（堺市・大阪市除く）の相談支援機

関の情報収集：（電話・訪問）53件

②コンサルテーション事例延数：（電話・訪

問）98件

③専門相談によるコンサルテーションを実施し

ノウハウを蓄積。

④保健所等へ家族教室に関するノウハウや情報

の提供を実施。

A

相談支援機関の情報収集

・R5年度（電話・訪問）：55件

・R6年度（電話・訪問）：53件

コンサルテーション事例延数

・R5年度（電話・訪問）：143件

・R6年度（電話・訪問）：98件

10,927

①各市町村の社会資源等の情報収集

②市町村や保健所等でひきこもりに

関する専門相談（コンサルテーショ

ン）の実施

③専門相談によるノウハウの蓄積、

評価・分析

④保健所等での家族教室、研修会の

運営支援

福祉部

(健康医療

部）

地域福祉

課

（こころ

の健康総

合セン

ター）

48 3 (7) ②
ひきこもり当事者

会・家族会等の開催

・ひきこもり女子会の開催

・ひきこもり講演会、対話交流イベント等の開催

市町村における青少年の社会参加・社会的自立に向けた支援、ネッ

トワークを構する。

2,976	 ・ひきこもり女子会の開催（府内３市）

・ひきこもり講演会、対話交流イベント

等の開催（府内各１市）

・ひきこもり女子会の開催

→参加者数

①令和6年11月21日（木）　枚方市：38名

②令和7年１月10日（金）　松原市：7名

③令和7年２月18日（火）　東大阪市：30名

・ひきこもり講演会、対話交流イベント等の開

催

→参加者数

令和6年10月4日(金) 講演会：54名（泉大津

市）

令和6年12月13日(金)対話交流イベント：56名

（和泉市）

A

・ひきこもり女子会の開催

令和5年度：3回　令和6年度3回

・ひきこもり講演会・対話交流イベント等の

実施

R5年度：2回　令和6年度2回

3696

下記イベントの開催

・ひきこもり女子会（府内2市）

・ひきこもり当事者会（府内２市）

・ひきこもり講演会（府内１市）

・対話交流イベント（府内１市）

福祉部
青少年支

援課

49 3 (8) ①

関係機関職員専門研

修及び医療機関職員

専門研修の実施

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支

援機関や医療機関の職員に対し、対応力向上の

ための研修を実施する。

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支援機関や医療機関等

の様々な相談窓口の職員が、依存の問題に気づき、必要に応じて依

存症の専門相談窓口につなげるなど、適切に対応できるようにな

る。

1439 ①関係機関職員専門研修：基礎研修を2

回/年、実践研修を2回/年、強化研修を2

回/年実施。

②医療機関職員専門研修：依存症医療研

修3回/実施。

①大阪府内（堺市・大阪市除く）の相談支援機

関の情報収集：（電話・訪問）53件

②コンサルテーション事例延数：（電話・訪

問）98件

③専門相談によるコンサルテーションを実施し

ノウハウを蓄積。

④保健所等へ家族教室に関するノウハウや情報

の提供を実施。

A

相談支援機関の情報収集

・R5年度（電話・訪問）：55件

・R6年度（電話・訪問）：53件

コンサルテーション事例延数

・R5年度（電話・訪問）：143件

・R6年度（電話・訪問）：98件

10,927

①各市町村の社会資源等の情報収集

②市町村や保健所等でひきこもりに

関する専門相談（コンサルテーショ

ン）の実施

③専門相談によるノウハウの蓄積、

評価・分析

④保健所等での家族教室、研修会の

運営支援

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

50 3 (8) ①

依存症専門医療機

関、依存症治療拠点

機関の選定と公表

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関につ

いて選定し、ホームページ等において公表を行

う。

地域の身近な医療機関で、依存症の治療を受けることができ、必要

に応じて、地域の医療機関から依存症専門医療機関につなげられる

体制を構築する。

399 依存症専門医療機関、依存症治療拠点機

関および相談拠点について選定し、ホー

ムページ等において、公表を行う。

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関およ

び相談拠点について選定し、ホームページ等に

おいて、公表を行った。
A

令和５年度に大阪府において新たな専門医療

機関を１医療機関選定。
469

依存症専門医療機関、依存症治療拠

点機関および相談拠点について選定

し、ホームページ等において、公表

を行う。

健康医療

部

地域保健

課

No.18に

一部 重



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

51 3 (8) ①
ギャンブル等依存症

対策推進体制の整備

・大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部・推進

会議、依存症対策庁内連携会議、依存症関連機

関連携会議、ギャンブル等依存症推進部会によ

り、関連機関等や庁内関係部局と連携を図り、

ギャンブル依存症対策の取組みを推進する。

・市町村ギャンブル等依存症主管課に対して、啓

発や対応力向上に関する情報の共有を図る。

ギャンブル等依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うため

の体制を整備する。

1360 ・第２期ギャンブル等依存症対策推進計

画に基づいた事業実施と評価検証を実施

する

・依存症関連機関連携会議、ギャンブル

等依存症地域支援体制推進部会、を開催

する

・（仮称）大阪依存症センターについて

は、機能検討会議における取りまとめを

予定

・市町村依存症対策担当者会議のにおい

て、各地域における啓発活動に資するよ

うな情報共有を図る

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に基

づいた事業実施と評価検証を実施した（大阪府

ギャンブル等依存症対策推進本部１回　推進会

議１回、依存症対策庁内連携会議１回）

・依存症関連機関連携会議２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会１

回

・（仮称）大阪依存症センター機能検討会議２

回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に

基づいた事業実施と評価検証を実施した（大

阪府ギャンブル等依存症対策推進本部R5.１

回、R6,１回　推進会議R5.１回、R6,１回、依

存症対策庁内連携会議R5.１回、R6,１回）

・依存症関連機関連携会議　R5:２回 R6:２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会

R5:１回 R6:１回

・（仮称）大阪依存症センター機能を取りま

とめた

・市町村依存症対策担当者会議の開催R5.１

回、R6.1回

1627

・第２期ギャンブル等依存症対策推

進計画に基づいた事業実施と評価検

証を実施する（（大阪府ギャンブル

等依存症対策推進本部、　推進会

議、、依存症対策庁内連携会議の開

催）

・依存症関連機関連携会議の開催

・依存症関連機関連携会議、ギャン

ブル等依存症地域支援体制推進部会

の開催

・市町村依存症対策担当者会議にお

いて、各地域における啓発活動に資

するような情報共有を図る

健康医療

部

地域保健

課

こころの

健康総合

センター

52 3 (8) ①

アルコール健康障が

い対策推進体制の整

備

・依存症関連機関連携会議、アルコール健康障が

い対策部会を開催する。

・市町村アルコール健康障がい対策主管課に対し

て、啓発や相談対応力向上等に資する情報の共

有を図る。

アルコール依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための

体制を整備する。

800 ・第２期アルコール健康障がい対策推進

計画に基づいた事業実施と評価検証を行

う。

・依存症関連機関連携会議、アルコール

健康障がい対策部会を開催する。

・市町村依存症対策担当者会議において

各地域における啓発活動に資するような

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・アルコール健康障がい対策部会１回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数1回

・R6年度　開催回数1回

市町村依存症対策担当者会議の開催・R5年度

開催回数1回

・R6年度　開催回数１回

801

・依存症関連機関連携会議、アル

コール健康障がい対策部会を開催す

る。

・市町村アルコール健康障がい対策

主管課に対して、啓発や相談対応力

向上等に資する情報の共有を図る
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

53 3 (8) ①
薬物依存症対策推進

体制の整備

依存症に関連した医療機関や関係団体等で構成

する依存症関連機関連携会議、薬物依存症地域

支援体制推進部会において、薬物依存症対策に

ついて検討を行う。

薬物依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための体制を

整備する。

362 依存症関連機関連携会議、薬物依存症地

域支援体制推進部会を開催する。その

他、会議等で薬物依存に関する取組みの

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・薬物依存症地域支援体制推進部会1回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数1回

363

・依存症関連機関連携会議、薬物依

存症地域支援体制推進部会を開催す

る。その他、会議等で薬物依存に関

する取組みの情報共有を図る。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

54 3 (8) ①
SNS等を活用した相

談支援

依存症の本人及びその家族が気軽に相談できる

ようにSNS相談やLINEを活用したAIチャット

ポット応答システム等により相談支援を行う。

ギャンブル等依存症の本人及びその家族等が、抱える課題に応じて

適切な相談支援を受けることができる体制を充実させる。

・相談拠点及び依存症ほっとライン（SNS相談）の相談数　R7年度

末までに1.5倍【R4年度末　3,244件】

22063 ・大阪依存症ほっとラインの広報周知を

行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの運用

を行う。

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周知

を行った。

相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

（R5年度　3519件   内ほっとライン235件）

・AIチャットボット応答システムの運用を行っ

た。

A

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周

知を行った。

　相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

　R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

　R5 年度　3519件  （内ほっとライン235

件）

・AIチャットボット応答システムの構築（R5

年度）運用を行った。

22040

大阪依存症ほっとラインの広報周知

を行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの

運用を行う
健康医療

部

地域保健

課

55 3 (9) ① 薬事監視指導

薬物監視員による医薬品等一斉監視指導におい

て、毒物及び劇物の取り扱いについて確認及び

指導を実施し、法令に基づく適正管理の徹底を

図る。

継続した監視指導によって法令に基づく適正管理の徹底を図り、毒

薬及び劇薬による自殺の予防につなげる。

- 医薬品等一斉監視指導において、毒薬及

び劇薬の取り扱いについて確認及び指導

を実施する。

医薬品等一斉監視指導数　1,376件

A

医薬品等一斉監視指導数

R5年度：1197件

R6年度：1,376件
―

医薬品等一斉監視指導において、毒

薬及び劇薬の取り扱いについて確認

及び指導を実施する。

健康医療

部
薬務課

56 3 (9) ② 毒物劇物取締

毒物及び劇物について、厚生労働省からの通知

の周知を行うとともに、毒物劇物監視員による

店舗等への監視指導を通じて不適切な使用に繋

がる流通を防止し、法令に基づく適正管理の徹

底を図る。

毒物及び劇物について、厚生労働省からの通知の周知を行うととも

に、店舗等への監視指導をする。

－ 毒物及び劇物について、厚生労働省から

の通知の周知を行うとともに、店舗等へ

の監視指導をする。

事業実績：192

A

事業実績

R5年度：195

R6年度：192 ―

毒物及び劇物について、厚生労働省

からの通知の周知を行うとともに、

店舗等への監視指導をする。
健康医療

部
薬務課

57 3 (10) ①
自殺につながる情報

の削除依頼

インターネット上において自殺につながる情報

を発見した場合には、自殺企図者を特定し、掲

示板管理者や自殺企図者に対し、当該情報の削

除依頼を推進する。

インターネット上における自殺につながる情報を発見した場合に

は、自殺企図者の安否を確認した上で当該情報の削除依頼を継続し

て推進する。

－ 　インターネット上における自殺につな

がる情報を発見した場合には、自殺企図

者の安否を確認した上で当該情報の削除

依頼を継続して推進する。

インターネット上における自殺につながる情報

を発見した場合には、自殺企図者の安否を確認

した上で当該情報の削除依頼を行った。 A

インターネット上における自殺につながる情

報を発見した場合には、対象者を特定し、直

接面接する等して安否確認を行い、当該情報

の削除依頼を行った。

-

インターネット上における自殺につ

ながる情報を発見した場合には、自

殺企図者の安否を確認した上で当該

情報の削除依頼を継続して推進す

る。

大阪府警
生活安全

総務課

58 3 (10) ②

フィルタリングの普

及と青少年に対する

適切なインターネッ

ト利用に関する啓発

活動の推進

自殺を助長するおそれのある有害サイト等へのア

クセスを防ぐため、青少年へのフィルタリングの

普及を図るとともに、インターネットの適切な

利用に関する教育及び啓発活動の推進等を行

う。

青少年に対して、非行防止教室等の機会を利用して、フィルタリン

グや適切なインターネット利用に関する教育及び啓発活動等の取組

を継続して行うとともに、保護者に対する啓発活動の強化に努め

る。

－ 引き続き、自殺を助長するおそれのある

有害サイト等へのアクセスを防止するた

め、教育及び啓発活動等の取組を継続し

て行うとともに、保護者に対する啓発活

動の強化に努める。

令和５年に引き続き、非行防止教室の機会を利

用してペアレンタルコントロール（フィルタリ

ング）の推奨、広報活動に努めた。
A

令和６年中は、非行防止教室を2,544回行い、

啓発活動を行った。

また、府警のウェブサイトにフィルタリング

の啓発資料を掲載し、効果的な啓発活動を

行った。

-

引き続き、自殺を助長するおそれの

ある有害サイト等へのアクセスを防

止するため、教育及び啓発活動等の

取組を継続して行うとともに、保護

者に対する啓発活動の強化する。

大阪府警 少年課

59 3 (10) ②
青少年へのフィルタ

リング普及促進

青少年へのフィルタリング普及を図ることで、イ

ンターネット上の自殺を誘引する有害情報の閲

覧を防止するとともに、インターネットの適切

な利用に関する取組み及び啓発活動の推進等を

行う。

フィルタリングの普及啓発チラシやリーフレットを配布しフィルタ

リングを普及する。

－ ・各市町村の担当課にリーフレットの希

望部数を照会、希望に応じて作成・送

付。

・各市町村青少年行政主管課、庁内関係

機関・相談窓口、府立中学校、国立中学

校、私立中学校、支援学校、各種学校あ

てには、例年通りリーフレットを一定部

数送付。

・リーフレットに記載する相談窓口１件追加。

・各市町村担当課・青少年行政主管課、庁内関

係機関・相談窓口、府立中学校、国立中学校、

私立中学校、支援学校、各種学校あてにリーフ

レットを送付

・他にも各イベント等にて配布。

A

印刷部数

R5年度：9万部　R6年度：10万部

255

・各市町村の担当課にリーフレット

の希望部数を照会、希望に応じて作

成・送付。

・各市町村青少年行政主管課、庁内

関係機関・相談窓口、府立中学校、

国立中学校、私立中学校、支援学

校、各種学校あて（新中学校１年

生）には、例年通りリーフレットを

一定部数送付。

福祉部
青少年支

援課

No.51に

一部 重

No.50に

一部 重



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

60 3 (10) ③

大阪の子どもを守る

サイバーネットワー

ク

インターネット上のいじめや有害サイトへのア

クセスによる犯罪被害の未然防止や早期解決

いじめや犯罪被害の未然防止や早期発見をめざす。

定期的なアドバイザー会議等を年２回開催及び相談への対応

－ アドバイザー会議等の開催

相談対応実施

アドバイザー会議：２回

連絡会議：２回

相談件数：０件
A

第１回アドバイザー会議：約20人

第１回連絡会議：約70人

第２回アドバイザー会議：約15人

第２会連絡会議：約70人

－

アドバイザー会議等の開催

相談対応実施
教育庁

小中学校

課

61 3 (10) ③
自殺予告者の安否確

認の実施

インターネット等による自殺予告等の情報が

あった場合、所管する警察署を通じて自殺防止

の対応を行う

自殺予告者が判明した場合に、安否確認を確実に行う。 － 　自殺予告者が判明した場合に、安否確

認を確実に行う。

インターネット等による自殺予告等の情報が

あった場合、投稿者を特定した上で、面接して

安否確認・家族等への引継ぎを行った。
A

インターネット等による自殺予告等の情報が

あった場合、府警本部サイバーセキュリティ

対策課と連携し、投稿者を特定した上で、安

否確認を行った。

-

インターネット等による自殺予告等

の情報があった場合、投稿者を特定

した上で、面接して安否確認・家族

等への引継ぎを行う。

大阪府警
生活安全

総務課

62 3 (10) ④

インターネット上の

人権侵害の解消促進

事業

インターネット上の人権侵害の解消促進に向け

た取組みを行う。

インターネット上の誹謗中傷やトラブルに関する相談を総合的に受

け付ける専門の相談窓口を設置する他、ターゲティング広告等によ

る啓発や研修用教材を制作のうえ市町村等に配付するなど、イン

ターネット上の人権侵害の被害者にも加害者にもならない体制を整

備する。

52,312 インターネット上の人権侵害の解消促進

に向けた取組

①相談窓口

   相談件数：1,500件(12か月）

②ターゲティング広告による啓発

　　2媒体（X,YouTube）

③デジタルサイネージ

④啓発プロスポーツチームとの連携

⑤学校向け及び事業者向け出前講座

①相談窓口

　　相談件数：393件（12か月）

②ターゲティング広告による啓発

　R6.6.1～R7.3.31の全期間、全媒体で目標クリック数

を達成

③デジタルサイネージを活用した広報・啓発

　…R6.11.4～R6.11.10

　　　うめだHEP前ビジョン

　…R6.11.11～R6.11.17

　　　EDION VISIONなんば、心斎橋OPAビジョン

　…R6.11.18～R6.11.24

　　　天王寺駅東口マルチビジョン

　…R7.3.24～R7.3.30

　　　JR西日本 WESTビジョン環状線

④啓発プロスポーツチームとの連携

　プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」と

連携し、ホームゲームにおける啓発動画の放映及び啓

発イベントを実施

⑤学校・事業者向け出前講座

　実施件数：34件

A

①相談窓口

　R5年度：150件（５か月）

　R6年度：393件（12か月）

43,541

①相談窓口

　相談件数：1,500件(12か月）

②ターゲティング広告による啓発

　　…３媒体（X,YouTube,LINE）

③シネマ広告による啓発

④電車内広告による啓発

⑤学校・事業者向け出前講座

府民文化部人権局

63 3 (11) ①
大阪府自殺対策推進

本部実務担当者会議

庁内関係部局が連携して取組めるよう、大阪府内

の自殺の状況の共有や意見交換を実施する。

自殺の危険性を高める様々な問題に対し、各支援窓口等が連携して

適切な支援が行えるよう庁内関係部局が連携できている。

〇実務担当者会議：年1回以上

－ 実務担当者会議を実施し、府内の自殺の

状況の共有や意見交換を実施する。

実務担当者会議を1回実施し、府内の自殺の状

況の共有や意見交換を実施した A

実務担当者会議を年1回実施し、府内の自殺の

状況の共有や意見交換を実施した －

実務担当者会議を実施し、府内の自

殺の状況の共有や意見交換を実施す

る。

健康医療

部

地域保健

課

64 4 (1) ①
自殺対策人材養成研

修

うつ病や依存症、自殺未遂、自死遺族など、自

殺のハイリスク要因をもっている人（特に若年

者や女性）等に対応する支援者に専門的・実践

的な研修を行う。

保健所、市町村、医療機関、教育機関等の支援者が自殺対策研修を

受講し実践的・専門的な支援をすることが出来るようになる。（毎

年度研修６回以上開催）

722,200 支援者が実践的・専門的な支援をするこ

とが出来るよう、自殺対策研修を開催す

る。

ゲートキーパー養成養成、こころの健康につい

て考えよう（SOSの出し方教育）テキスト講習

会や自殺未遂者支援、若年層向け電話相談対

応、若年層自殺対策、自死遺児支援等をテーマ

に自殺対策研修を実施した。

・９回　432名受講

A

自殺対策研修の開催

・R５年度　16回 　参加者：483名

・R６年度　９回　 参加者：432名
-

支援者が実践的・専門的な支援をす

ることが出来るよう、自殺対策研修

を開催する。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

65 4 (1) ①
自殺対策人材養成研

修

自殺未遂者への支援（過量服薬や自傷行為への

理解など含む）や自殺に関する研修会を開催す

る。

過量服薬や自傷行為など自殺未遂に関する理解が深まる。

（毎年度研修１回以上開催）

－ 自殺未遂支援に関する研修会を開催す

る。

自殺未遂者支援研修を２回実施。

・116名受講

保健所職員を対象とした精神保健福祉業務従事

者研修【ベーシック研修A】を開催し、自殺未

遂者への支援について講義した。

・　22名受講

A

自殺未遂者支援研修の開催

・R５年度　開催回数：１回　参加者：20名

・R６年度　開催回数：２回　参加者：116名
-

自殺未遂支援に関する研修会を開催

する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（薬務

課）

66 4 (1) ①
自殺対策人材養成研

修

精神保健福祉業務従事者や自殺対策の窓口担当

者、また教員、養護教諭も対象を拡大し、自殺

念慮や自傷行為に関する研修会を開催する。

支援者が自殺念慮や自傷行為などに関する理解が深まる。

（毎年度研修４回以上開催）

－ 現場のニーズに合ったテーマの研修を実

施し、精神保健福祉関係職員、学校関係

者等のスキルアップを図る

自殺対策研修を実施。

・９回　432名受講 A

自殺対策研修の開催

・R５年度　16回 　参加者：483名

・R６年度　９回　 参加者：432名

-

現場のニーズに合ったテーマの研修

を実施し、精神保健福祉関係職員、

学校関係者等のスキルアップを図る

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

67 4 (2) ①
自殺対策人材養成研

修

市町村自殺対策担当者に対して、関係団体や民間

団体等と連携して地域の自殺者の状況や実情に応

じた自殺対策の推進に必要な研修等を実施す

る。

市町村が関係団体や民間団体の支援内容を理解して自殺対策に取り

組むようになる。

（毎年度研修１回以上開催）

－ 民間団体の活動を紹介する内容の研修を

実施する。

民間団体等の活動を紹介する自殺対策研修を開

催。

・１回　２名の市町村職員が受講
A

民間団体等の活動を紹介する自殺対策研修の

開催。

・R５年度　開催回数：２回　市町村職員の参

加者：19名

・R６年度　開催回数：１回　市町村職員の参

加者：２名

-

自殺対策研修などで民間団体の活動

を紹介する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

68 4 (2) ①

大阪府版ゲートキー

パー養成テキスト講

習会

地域で標準化されたゲートキーパー研修が開催

できるように、大阪府版ゲートキーパー養成研

修テキストを用いてゲートキーパー研修の講師

となれるよう講習会で研修講師を養成する。

受講者が地域で講師としてゲートキーパー研修を開催できるように

なる。

（講師養成毎年度40名以上）

－ 地域で標準化されたゲートキーパー研修

が開催できるよう講師を養成する。

テキスト講習会を１回開催

・43名受講
A

ゲートキーパーテキスト講習会の実施

・R5年度　実施回数：2回、受講者：47名

・R6年度　実施回数：1回、受講者：43名
-

地域で標準化されたゲートキーパー

研修が開催できるよう講師を養成す

る。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

69 4 (2) ①
自殺対策人材養成研

修

市町村の高齢介護担当者を対象に高齢者の自殺

の状況等の情報提供を行い、地域でのゲート

キーパー養成に繋げる。

市町村高齢介護担当者対象の会議や研修等で高齢者の自殺対策につ

いて情報提供し、正しい知識・対応についての理解が深まる。

（毎年度１回以上）

－ 市町村高齢介護担当者対象の会議や研修

等で高齢者の自殺対策について情報提供

を行う。

市町村高齢担当課、地域包括支援センター対象

の研修会で自殺対策についての講義を行い、高

齢者の自殺対策、相談窓口一覧のチラシを配

布。地域でゲートキーパー研修の受講について

案内した。

・１回92名受講

・相談窓口のチラシの配布　（計276部）

A

研修会参加者に情報提供

・R５年度：開催回数１回　参加者：143人

・R６年度：開催回数：1回　参加者：92人

-

市町村高齢介護担当者対象の会議や

研修等で高齢者の自殺対策について

情報提供を行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

70 4 (2) ②

民生委員・児童委員

及び主任児童委員研

修

民生委員・児童委員及び主任児童委員を対象に

研修を実施。新任委員には、住民との接し方、

支援の方法や相談・応接の技術など基礎の研

修。また、経験年数に応じ、適宜、必要な知

識・時事問題の研修を実施。

民生委員・児童委員及び主任児童委員に対して、要支援者への支援

の仕方や相談・応接の技術などの研修を実施。

目標：オンライン研修の活用を含め、毎年度９回程度開催。

6,211 民生委員・児童委員及び主任児童委員に

対して、活動に必要な知識や時事問題な

ど、経験年数に応じた研修を実施する。

【集合研修延べ７日及び一定期間内のオ

ンデマンドオンライン研修3回：参加者

予定：2,300人】

民生委員・児童委員及び主任児童委員に対し

て、活動に必要な知識や時事問題など、経験年

数に応じた研修を実施

延べ実施回数10回、延べ参加者数1,289人 A

研修会の開催

・R5年度　開催回数：9回

　参加者：1,496人

・R6年度　開催回数：10回

　参加者： 1,289人

6,211

民生委員・児童委員及び主任児童委

員に対して、活動に必要な知識や時

事問題など、経験年数に応じた研修

を実施する。

【集合研修延べ７日及び一定期間内

のオンデマンドオンライン研修3

回：参加者予定：2,300人】

福祉部
地域福祉

課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

71 4 (2) ③
大阪府版ゲートキー

パー養成研修

大阪府版ゲートキーパー養成テキスト講習会を

受講した職員が主となり、地域で様々な対象に

向けて研修を企画・実施することを支援する。

市町村等が主催し、地域でゲートキーパーの役割を担う人が増え

る。

(毎年度受講者1000名以上）

－ 地域で標準化されたゲートキーパー研

修が開催できるよう講師を養成する。

地域で標準化されたゲートキーパー研修が開催

できるよう講師を養成する。

・実施機関数（延数）　5８件

・受講者数　1,614名

A

地域でゲートキーパー研修を開催

・R5年度　実施機関数：47件、受講者数：

1,192名

・R6年度　実施機関数：58件、受講者数：

1,614名

-

地域で標準化されたゲートキーパー

研修が開催できるよう講師を養成す

る。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

72 4 (3) ①

労働相談関係機関担

当者等研修

メンタルヘルス専門

相談情報交換会

労働相談担当者がメンタルヘルスケアを必要と

する労働相談へ的確な対応が行えるよう、必要

な知識等の習得機会を定期的に設け、資質の向

上を図る。

・メンタルヘルスに対する正しい知識等の習得により、メンタルヘ

ルスケアを含む相談への的確な対応ができるようにする。

・研修及び情報交換会の実施（毎年各2回）

42,125

（労働相

談等事業

費）の一

部及び937

（勤労者

生活安定

化事業

費）の一

部

〇研修会及び情報交換会開催

　開催回数　各2回

〇労働相談関係機関担当者等研修

　・開催回数　６回

　・参加者　247人

〇情報交換会

　・開催回数　２回

　・参加者　25人 A

〇労働相談関係機関担当者等研修

・R5年度

　開催回数：6回　相談者：362人

・R6年度

　開催回数：6回　相談者：247人

〇情報交換会

・R5年度

　開催回数：2回　相談者：37人

・R6年度

　開催回数：2回　相談者：25人

43,331（労働

相談等事業

費）の一部及

び1,408（地

域自殺対策強

化運営費）の

一部

〇研修会及び情報交換会開催

　・開催回数　各2回

商工労働

部

労働環境

課　相談

G

73 4 (3) ②

メンタルヘルスに関

するリーフレット等

の配布

消費生活センター、地方公共団体等の多重債務

相談窓口、ハローワークの相談窓口等の相談員

に対しメンタルヘルスについての正しい知識の

普及を促進する。

窓口担当者がメンタルヘルスについての正しい知識が普及を得る。 － ハローワーク等の相談窓口等にメンタル

ヘルスに関するリーフレット等を配布す

る。

生活困窮者自立支援制度担当者等に相談窓口の

チラシを配布。（計50名）
A

相談窓口のリーフレットの配布

・R5年度　51部

・R6年度　50部
-

ハローワーク等の相談窓口等にメン

タルヘルスに関するリーフレット等

を配布する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

74 4 (4) ①
ゲートキーパー養成

研修テキスト作成

地域で標準化されたゲートキーパー研修がさら

に様々な対象に向けて開催できるように、大阪

府版ゲートキーパー研修教材の見直しおよび改

定を行う。

幅広いゲートキーパー養成に活用されるように既存教材の内容を随

時更新する。

－ 地域で標準化されたゲートキーパー研修

が開催できるよう、テキスト改定を行

う。

・大阪府版ゲートキーパー養成研修

基礎情報編　初級：2,000部

基礎情報編　中級：600部

基礎情報編　若者支援：500部

ロールプレイ編　傾聴技法初級：300部

ロールプレイ編　傾聴中級：300部

増刷。

　

A

大阪府ゲートキーパー養成研修　講師用テキ

ストをR5年度に改定。

各テキストを増刷。

基礎情報編　初級　R5年度：1,000部、R6年

度：2,000部

基礎情報編　中級　R6年度：600部

基礎情報編　若者支援　R6年度：500部

ロールプレイ編　シナリオロールプレイ　R5

年度：500部

ロールプレイ編　傾聴技法初級　R6年度：

300部

ロールプレイ編　傾聴中級　R6年度：300部

-

地域で標準化されたゲートキーパー

研修が開催できるよう、テキスト改

定を行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

75 4 (4) ①
自殺総合対策相談対

応啓発資料

地域で標準化されたゲートキーパー研修がより効

果的に開催できるように、ゲートキーパー啓発

資料を配布する。

ゲートキーパーに関する正しい知識を普及する。

（毎年度配布数５０部以上）

－ 地域で標準化されたゲートキーパー研修

が開催できるよう、テキスト改定を行

う。

ゲートキーパーに関する冊子の配布 （計1,475

部） A

ゲートキーパーに関する冊子の配布

・R5年度　520部

・R6年度　1,475部

-

ゲートキーパー啓発資料を配布や

ホームページ等で、ゲートキーパー

に関する正しい知識が普及する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

76 4 (4) ①
自殺総合対策相談対

応啓発資料

各機関の相談担当者が相談者の背景になる様々

な問題に気づき、医療や福祉・介護・生活・法

律等の専門家に確実につなぎ、生きる支援をサ

ポートするため相談先一覧を配布する。

相談窓口担当者が相談者に応じた適切な専門相談につなげることが

できる。

（毎年度配布数1,000部以上）

－ 相談先一覧を配布し、相談窓口担当者が

相談者に応じた適切な専門相談につなげ

ることができる。

相談窓口のリーフレットの配布（計5,377部）

A

相談窓口のリーフレットの配布

・R5年度　15,198部

・R6年度　5,377部
-

相談先一覧を配布し、相談窓口担当

者が相談者に応じた適切な専門相談

につなげることができる。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

77 4 (5) ①
自殺対策従事者のこ

ころのケア

自殺対策従事者のこころのケアに関する研修開

催、講師派遣等を行う。

自殺対策従事者が自身のこころの健康の重要性を理解する。

（毎年度研修開催１回以上）

－ 支援者のメンタルヘルスに関する研修を

開催する。

市町村や民間の相談機関等の災害時対応職員対

象に、災害時等のこころのケアに関する研修を

開催した。

・開催回数　　1回

・参加者　　　46名

A

災害時等のこころのケアに関する研修の開催

・R5年度　開催回数：1回、参加人数：40人

・R6年度　開催回数：1回、参加人数46人 -

ホームページやSNS活用して自殺対

策に取り組む民間団体の活動を周知

する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

78 5 (1) ①

自殺未遂者相談支援

事業(いのちの相談支

援事業)

警察で対応した自殺未遂者のうち、相談を希望

する自殺未遂者やその家族に対して、関係機関と

連携し相談支援を行う。

警察や関係機関と連携して実施することで、自殺未遂者の抱える悩

みが軽減することができる。

〇関係機関連絡会議や大阪弁護士会との事例検討会議：年1回以上

－ ・各保健所において、警察等と連携し自

殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実施す

る。

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）：　714件

・総支援数：　7907件

・府警と連絡会議を1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に3回参

加

A

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）

　R5年度：734件

　R6年度：714件

・総支援数：　R5年度　7926件

　　　　　　　R6年度  7907件

・府警と連絡会議を年1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に年3回

参加

－

・各保健所において、警察等と連携

し自殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行

う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実

施する。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

（再） 79 5 (1) ②
こころの健康相談事

業

保健所において精神科医やケースワーカー、保

健師等による精神保健福祉相談・訪問指導を実

施し、受診勧奨や日常生活を送る上での援助及

び社会復帰のための支援を実施。

・精神疾患のある方が医療機関につながる

・精神疾患に関する早期治療や精神障がい者の社会復帰が促進され

る

・府保健所（政令市を除く）のこころの健康相談を実施

24,478 ・府保健所（政令市を除く）のこころの

健康相談を実施

こころの健康相談事業　相談・訪問延件数：

24,284件
A

・R5年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 25,647件

・R６年度　こころの健康相談事業　相談・訪

問延件数： 24,284件

24,751

・府保健所（政令市を除く）のここ

ろの健康相談を実施 健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

（再） 80 5 (1) ③

関係機関職員専門研

修及び医療機関職員

専門研修の実施

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支

援機関や医療機関の職員に対し、対応力向上の

ための研修を実施する。

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支援機関や医療機関等

の様々な相談窓口の職員が、依存の問題に気づき、必要に応じて依

存症の専門相談窓口につなげるなど、適切に対応できるようにな

る。

1439 ①関係機関職員専門研修：基礎研修を2

回/年、実践研修を2回/年、強化研修を2

回/年実施。

②医療機関職員専門研修：依存症医療研

修3回/実施。

①関係機関職員専門研修

・9回　747人

②医療機関職員専門研修

・3回　190人 A

①関係機関職員専門研修

・R5年度：8回  532人

・R6年度：9回　747人

②医療機関職員専門研修

・R5年度：3回　149人

・R6年度：3回　190人

1,439

①関係機関職員専門研修：基礎研修

を2回/年、実践研修を2回/年、強化

研修を2回/年実施。

②医療機関職員専門研修：依存症医

療研修3回/実施。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 81 5 (1) ③

依存症専門医療機

関、依存症治療拠点

機関の選定と公表

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関につ

いて選定し、ホームページ等において公表を行

う。

地域の身近な医療機関で、依存症の治療を受けることができ、必要

に応じて、地域の医療機関から依存症専門医療機関につなげられる

体制を構築する。

399 依存症専門医療機関、依存症治療拠点機

関および相談拠点について選定し、ホー

ムページ等において、公表を行う。

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関およ

び相談拠点について選定し、ホームページ等に

おいて、公表を行った。
A

令和５年度に大阪府において新たな専門医療

機関を１医療機関選定。
469

依存症専門医療機関、依存症治療拠

点機関および相談拠点について選定

し、ホームページ等において、公表

を行う。

健康医療

部

地域保健

課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

（再） 82 5 (1) ③
ギャンブル等依存症

対策推進体制の整備

・大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部・推進

会議、依存症対策庁内連携会議、依存症関連機

関連携会議、ギャンブル等依存症推進部会によ

り、関連機関等や庁内関係部局と連携を図り、

ギャンブル依存症対策の取組みを推進する。

・市町村ギャンブル等依存症主管課に対して、啓

発や対応力向上に関する情報の共有を図る。

ギャンブル等依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うため

の体制を整備する。

1,360 ・第２期ギャンブル等依存症対策推進計

画に基づいた事業実施と評価検証を実施

する

・依存症関連機関連携会議、ギャンブル

等依存症地域支援体制推進部会、を開催

する

・（仮称）大阪依存症センターについて

は、機能検討会議における取りまとめを

予定

・市町村依存症対策担当者会議のにおい

て、各地域における啓発活動に資するよ

うな情報共有を図る

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に基

づいた事業実施と評価検証を実施した（大阪府

ギャンブル等依存症対策推進本部１回　推進会

議１回、依存症対策庁内連携会議１回）

・依存症関連機関連携会議２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会１

回

・（仮称）大阪依存症センター機能検討会議２

回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に

基づいた事業実施と評価検証を実施した（大

阪府ギャンブル等依存症対策推進本部R5.１

回、R6,１回　推進会議R5.１回、R6,１回、依

存症対策庁内連携会議R5.１回、R6,１回）

・依存症関連機関連携会議　R5:２回 R6:２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会

R5:１回 R6:１回

・（仮称）大阪依存症センター機能を取りま

とめた

・市町村依存症対策担当者会議の開催R5.１

回、R6.1回

1627

・第２期ギャンブル等依存症対策推

進計画に基づいた事業実施と評価検

証を実施する（（大阪府ギャンブル

等依存症対策推進本部、　推進会

議、、依存症対策庁内連携会議の開

催）

・依存症関連機関連携会議の開催

・依存症関連機関連携会議、ギャン

ブル等依存症地域支援体制推進部会

の開催

・市町村依存症対策担当者会議にお

いて、各地域における啓発活動に資

するような情報共有を図る

健康医療

部

地域保健

課

こころの

健康総合

センター

（再） 83 5 (1) ③

アルコール健康障が

い対策推進体制の整

備

・依存症関連機関連携会議、アルコール健康障が

い対策部会を開催する。

・市町村アルコール健康障がい対策主管課に対し

て、啓発や相談対応力向上等に資する情報の共

有を図る。

アルコール依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための

体制を整備する。

800 ・第２期アルコール健康障がい対策推進

計画に基づいた事業実施と評価検証を行

う。

・依存症関連機関連携会議、アルコール

健康障がい対策部会を開催する。

・市町村依存症対策担当者会議において

各地域における啓発活動に資するような

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・アルコール健康障がい対策部会１回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数1回

・R6年度　開催回数1回

市町村依存症対策担当者会議の開催・R5年度

開催回数1回

・R6年度　開催回数１回

801

・依存症関連機関連携会議、アル

コール健康障がい対策部会を開催す

る。

・市町村アルコール健康障がい対策

主管課に対して、啓発や相談対応力

向上等に資する情報の共有を図る 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

（再） 84 5 (1) ③
薬物依存症対策推進

体制の整備

依存症に関連した医療機関や関係団体等で構成

する依存症関連機関連携会議、薬物依存症地域

支援体制推進部会において、薬物依存症対策に

ついて検討を行う。

薬物依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための体制を

整備する。

362 依存症関連機関連携会議、薬物依存症地

域支援体制推進部会を開催する。その

他、会議等で薬物依存に関する取組みの

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・薬物依存症地域支援体制推進部会1回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数1回

363

・依存症関連機関連携会議、薬物依

存症地域支援体制推進部会を開催す

る。その他、会議等で薬物依存に関

する取組みの情報共有を図る。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

（再） 85 5 (1) ③
SNS等を活用した相

談支援

依存症の本人及びその家族が気軽に相談できる

ようにSNS相談やLINEを活用したAIチャット

ポット応答システム等により相談支援を行う。

ギャンブル等依存症の本人及びその家族等が、抱える課題に応じて

適切な相談支援を受けることができる体制を充実させる。

・相談拠点及び依存症ほっとライン（SNS相談）の相談数　R7年度

末までに1.5倍【R4年度末　3,244件】

22,063 ・大阪依存症ほっとラインの広報周知を

行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの運用

を行う。

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周知

を行った。

相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

（R5年度　3519件   内ほっとライン235件）

・AIチャットボット応答システムの運用を行っ

た。

A

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周

知を行った。

　相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

　R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

　R5 年度　3519件  （内ほっとライン235

件）

・AIチャットボット応答システムの構築（R5

年度）運用を行った。

22040

大阪依存症ほっとラインの広報周知

を行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの

運用を行う
健康医療

部

地域保健

課

86 5 (2) ①
夜間・休日精神科合

併症支援システム

夜間休日において、精神、身体合併症を患者を

受入れた二次救急医療機関等が、直接精神科病

院から電話コンサルテーションを受けることが

できるとともに、身体的な処置を終えた患者の

うち、精神科治療が必要な患者を精神科病院に

一般科救急医療機関で処置を終えた合併症患者の合併症支援病院へ

の円滑な転院や精神科的な支援を行う。

令和10年度：180件

73,355 合併症支援システム利用数　200件 合併症支援システム利用数：214件

A

合併症支援システム利用件数

R5年度　211件

R6年度　214件 73502

合併症支援システム利用数：200件

健康医療

部

地域保健

課

87 5 (2) ②
精神科救急医療体制

整備事業

夜間・休日における入院治療等が必要な方に対

応するため、輪番による空床確保等による精神

科の救急体制を実施。

夜間・休日において、精神疾患の急変などにより緊急に診療を要す

る患者のため、民間精神科病院等の輪番制による入院等の医療対応

が可能な体制を整備する。

令和10年度　救急対応（入院・外来等）件数：1800件

138,173 救急対応件数：1,800件 救急対応件数：1,551件

A

救急対応件数

R5年度　1,632件

R6年度　1,551件
138340

救急対応件数：1800件

健康医療

部

地域保健

課

88 5 (2) ②
おおさか精神科救急

ダイヤル

おおさか精神科救急ダイヤルを設置し、精神疾患

で受診が必要な人に対して受診可能な医療機関を

紹介。

精神疾患により自傷行為を繰り返す者が適切な医療機関の紹介を受

けることができる。

令和10年度：18,000件

28,643 おおさか精神科救急ダイヤル利用件数：

18,000件

おおさか精神科救急ダイヤル利用件数：18,016

件 A

おおさか精神科救急ダイヤル利用件数：

R5年度　18,785件

R6年度　18,016件

30237

おおさか精神科救急ダイヤル利用件

数：18,000件
健康医療

部

地域保健

課

89 5 (2) ③
妊産婦こころの相談

センター事業

拠点機関に専属職員を配置し、メンタルヘルス

に不調を抱えている妊産婦について、ワンストッ

プ窓口として、専門的な支援を行うとともに、関

係機関等からの相談に助言を行う。また、地域

において、精神科医と産科医を助言者に招いた

事例検討会を開催するなど産科と精神科の連携

体制の構築を図る。

メンタルヘルスに不調を抱える妊産婦が不安が軽減し、地域におけ

る産科と精神科の連携体制が推進している。

〇相談件数：450件以上

6,710 ・メンタルヘルスに不調を抱える妊産婦

に対し、電話等による相談を実施する。

・必要に応じて関係機関と連携して支援

する。

・相談件数365件、医師相談38件。

・保健所主催の地域の関係機関向けの自殺対策

研修や、母子保健担当者研修への講師派遣、市

町村事例検討会への参加。

・市町村母子保健担当課を対象に、妊産婦のメ

ンタルヘルスに関するアンケートを実施し、市

町村のメンタルヘルスに係る支援状況を調査。

市町村の研修会等で報告、情報共有した。

A

・相談件数：R5年度481件、R6年度365件

・医師相談；令和5年度45件、令和6年度38件

・保健所主催の地域の関係機関向けの自殺対

策研修や、母子保健担当者研修への講師派遣

・市町村母子保健担当課を対象に、妊産婦の

メンタルヘルスに関するアンケートを実施

し、市町村のメンタルヘルスに係る支援状況

を調査。市町村の研修会等で報告、情報共有

した。

6988

・メンタルヘルスに不調を抱える妊

産婦に対し、電話等による相談を実

施する。

・必要に応じて関係機関と連携して

支援する。
健康医療

部

地域保健

課

90 5 (3) ①
子どもの心の診療

ネットワーク事業

様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケア

や発達障がいに対応するため、大阪精神医療セ

ンターを中核とし、地域の医療・保健・教育・

福祉等の関係機関と連携した支援体制の構築を

図る。

府内における地域との保健福祉教育関係機関等との連携会議の開催

や症例検討会等を実施。参加する関係機関を拡大させる。

令和10年度：連携会議150件

症例検討会２回

11,767 連携会議、症例検討会実施件数：150件 連携会議、症例検討会実施件数：164件

A

連携会議、症例検討会実施件数

R5年度　153件

R6年度　164件
11767

連携会議、症例検討会実施件数：

150件 健康医療

部
地域保健課

91 5 (4) ①
大阪ＤＰＡＴ運営委

員会

大規模災害時に精神保健活動の支援を行う災害

派遣精神医療チーム（DPAT）の体制を整備する

ため、DPAT統括者、DPAT先遣隊隊員、精神保

健医療関係者、災害医療関係者（災害医療コー

ディネーター等）による会議を行う。

災害時の精神保健福祉活動の体制が整備されている。年1回開催。 42 大阪DPAT運営員会の開催 大阪DPAT運営委員会　１回開催

A

・R5年度　大阪DPAT運営委員会　１回開催

・R６年度　大阪DPAT運営委員会　１回開催

42

大阪DPAT運営員会の開催

健康医療

部
地域保健課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

92 5 (4) ①
大阪DPAT養成研

修・技能維持研修

大規模災害時に精神保健活動の支援を行う災害

派遣精神医療チーム（DPAT）の人材を養成する

ための研修を開催する。

災害対策に取り組む精神科医療機関・行政機関職員の資質が向上す

る。

（毎年度研修開催１回以上）

－ 大阪DPAT養成研修研修、技能維持研修

を開催する。

大阪DPAT養成研修、大阪DPAT技能維持研修

を開催。

・大阪DPAT養成研修　1回開催。37名受講。

・大阪DPAT技能維持研修　1回開催。16名申

込み。

A

大阪DPAT養成研修の開催

・R５年度　開催回数：1回　受講者43名

・R６年度　開催回数：1回　受講者37名
-

大阪DPAT養成研修研修、技能維持

研修を開催する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

93 5 (5) ①

精神保健医療福祉に

関するネットワーク

会議

保健所圏域で、市町村や医療機関、警察などの

関係機関と情報や課題の共有、事例検討会等を

実施する。

地域の保健、医療、福祉の関係機関が情報の共有や課題検討を行う

ことにより、自殺の危険性の高い人が必要に応じて精神科医療につ

ながるよう連携体制が強化されている。

〇年1回以上開催

－ 各保健所において、精神保健医療福祉に

関するネットワーク会議を開催する。

会議の開催：16保健所（政令市を除く）中15

保健所で年1回以上開催
A

会議の開催（16保健所）

R５年度：15保健所

R6年度：14保健所
－

各保健所において、精神保健医療福

祉に関するネットワーク会議を開催

する。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

94 5 (5) ② 精神医療懇話会

二次医療圏ごとに開催し、地域の自殺の状況に関

する情報提供等を行い、地域の精神科医療体制

の整備を促進する。

二次医療圏ごとに、地域の精神科医療体制の整備がされる。 二次医療圏ごとの精神医療懇話会の開催 各二次医療圏（８か所）において１回開催。

A

・R5年度　各二次医療圏（８か所）において

１回開催

・R６年度　各二次医療圏（８か所）において

１回開催。

-

二次医療圏ごとの精神医療懇話会の

開催 健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

（再） 95 5 (6) ①
うつ病についての広

報啓発

リーフレットやホームページ等を活用して、うつ

病の症状に気づき、医師等の専門家に相談する

よう呼びかける等、うつ病についての広報啓発

を行う。

うつ病の症状に早期に気づき、医師等の専門家に相談できるような

る。

（うつ病に関するリーフレットの配布数毎年度50部以上）

－ うつ病についてのリーフレットの配布等

により、専門家への相談につながるよう

に広報啓発を行う。

うつ病についてのリーフレットの配布（計220

部）

A

うつ病についてのリーフレットの配布

・R5年度　317部

・R6年度　220部
-

うつ病についてのリーフレットの配

布等により、専門家への相談につな

がるように広報啓発を行う。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 96 6 (1) ①
夜間・休日精神科合

併症支援システム

夜間休日において、精神、身体合併症を患者を

受入れた二次救急医療機関等が、直接精神科病

院から電話コンサルテーションを受けることが

できるとともに、身体的な処置を終えた患者の

うち、精神科治療が必要な患者を精神科病院に

つなぐ。

一般科救急医療機関で処置を終えた合併症患者の合併症支援病院へ

の円滑な転院や精神科的な支援を行う。

令和10年度：180件

73,355 合併症支援システム利用数　200件 合併症支援システム利用数：214件

A

合併症支援システム利用件数

R5年度　211件

R6年度　214件 73502

合併症支援システム利用数：200件

健康医療

部

地域保健

課

（再） 97 6 (1) ②
精神科救急医療体制

整備事業

夜間・休日における入院治療等が必要な方に対

応するため、輪番による空床確保等による精神

科の救急体制を実施。

夜間・休日において、精神疾患の急変などにより緊急に診療を要す

る患者のため、民間精神科病院等の輪番制による入院等の医療対応

が可能な体制を整備する。

令和10年度　救急対応（入院・外来等）件数：1800件

138,173 救急対応件数：1,800件 救急対応件数：1,551件

A

救急対応件数

R5年度　1,632件

R6年度　1,551件
138340

救急対応件数：1800件

健康医療

部

地域保健

課

（再） 98 6 (2) ①

自殺未遂者相談支援

事業(いのちの相談支

援事業)

警察で対応した自殺未遂者のうち、相談を希望

する自殺未遂者やその家族に対して、関係機関と

連携し相談支援を行う。

警察や関係機関と連携して実施することで、自殺未遂者の抱える悩

みが軽減することができる。

〇関係機関連絡会議や大阪弁護士会との事例検討会議：年1回以上

－ ・各保健所において、警察等と連携し自

殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実施す

る。

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）：　714件

・総支援数：　7907件

・府警と連絡会議を1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に3回参

加

A

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）

　R5年度：734件

　R6年度：714件

・総支援数：　R5年度　7926件

　　　　　　　　 R6年度  7907件

・府警と連絡会議を年1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に年3回

参加

－

・各保健所において、警察等と連携

し自殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行

う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実

施する。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

99 6 (2) ①
自殺未遂者支援対象

者情報の提供

大阪府内の各警察署管内で自殺未遂（大阪府内

居住者）が発生した場合に未遂者本人や家族に

事業の説明を行い、同意が得られた場合には当

該自殺未遂事案の発生地を管轄する保健所に情

報提供を行う。

自殺未遂者本人や家族に対して、確実に事業説明を行い、事後の相

談支援等につながるよう、継続して保健所に情報提供を行う。

－ 　自殺未遂者本人や家族に対して、確実

に事業説明を行い、事後の相談支援等に

つながるよう、継続して保健所に情報提

供を行う。

自殺未遂者本人や家族に対して、確実に事業説

明を行い、事後の相談支援等につながるよう、

継続して保健所に情報提供を行った。 A

自殺未遂者本人や家族に対して、「自殺未遂

者相談支援事業リーフレット」を配布した上

で事業説明を行い、同意が得られたものにつ

いては、保健所に情報提供を行った。

-

自殺未遂者本人や家族に対して、確

実に事業説明行い、事後の相談支援

等につながるよう、継続して保健所

に情報提供を行う。

大阪府警
生活安全

総務課

100 6 (2) ②
若者の自殺未遂対応

チーム事業

若者の自殺未遂支援ケースについて、関係機関

のみでは対応に苦慮する事例を対象に、精神科

医師や弁護士等、多職種の専門家がチームとな

り、関わり方等についてコンサルテーションを

実施する。

多職種の専門家がチームとなり、保健所等が対応に苦慮する高校生

や大学生等の自殺未遂ケースについてコンサルテーションを実施

し、地域における対応力向上を目指す。

（事後アンケートで助言内容の理解、自殺未遂者への支援の理解が

深まる）

8,392 保健所等や関係機関からの依頼に応じ精

神科医等がコンサルテーションを実施す

る。

関係機関から相談依頼が11事例。

８事例について、精神科医や弁護士等の多職種

チームを派遣。勉強会を1回開催。

若者を取り巻く状況について、情報収集のため

１市町にヒアリングを実施。

A

コンサルテーションの実施回数

・R5年度　実施回数：1回

  助言内容の理解度：よく理解、概ね理解

100％

 未遂者支援の理解度：よく理解、概ね 理解

100％

・R6年度　実施回数：8回、勉強会1回

  助言内容の理解度：よく理解、概ね理解

100％

 未遂者支援の理解度：よく理解、概ね 理解

98.3 ％

7,332

保健所等や関係機関からの依頼に応

じ精神科医等がコンサルテーション

を実施する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

101 6 (3) ①
自殺対策人材養成研

修

救急医療機関や保健所職員等を対象に、未遂者

本人や家族、支援者への支援について理解を深

める研修の実施及び相談先一覧を配布する。

未遂者支援を行う救命医療機関や保健所職員等の自殺未遂者への支

援が充実する。

（毎年度研修開催１回以上）

－ 未遂者支援研修を開催する。 自殺未遂者支援研修を２回実施。

・116名受講
A

自殺未遂者支援研修会の開催

・R５年度　開催回数：1回　参加者：20名

・R６年度　開催回数：2回　参加者：116名
-

未遂者支援研修を開催する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

102 7 (1) ① 自死遺族相談

自死遺族相談を専門相談として実施する。 専門相談として自死遺族相談を継続実施し、遺族が安心して相談で

きる場となる。

－ 専門相談として自死遺族相談を継続して

実施する（随時）

電話相談・・・延べ件数33件（実数32件）

面接相談・・・延べ件数61件（実数15件）

A

電話相談

・R5年度延べ件数32件（実数29件）

・R6年度延べ件数33件（実数32件）

面接相談

・R5年度延べ件数33件（実数11件）

・R6年度延べ件数61件（実数15件）

-

専門相談として自死遺族相談を継続

して実施する（随時）

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

103 7 (1) ②

自死遺族支援につい

ての啓発リーフレッ

ト

リーフレットやホームページ等を活用して、自死

遺族に、地域における自助グループの情報を提供

する。

自死遺族が遺族支援に関する自助グループ等の情報を得ることがで

きる。

－ 自助グループ等の支援に関する情報を

リーフレットやホームページ等で周知す

る。

リーフレット等配布部数265部

A

自助グループ等の支援に関する情報について

リーフレットの配布

・R5年度　412部

・R6年度　265部

-

ホームページやSNS活用して自殺対

策に取り組む民間団体の活動を周知

する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

104 7 (2) ① 自死遺族の情報提供

リーフレットやホームページ等を活用して、自死

遺族の回復や生活支援（死後の手続き、経済問

題、法律問題等について必要な情報提供及び関

係機関への橋渡し等）の情報提供を行う。

自死遺族が回復や生活支援等に必要な情報を得ることができる。 － 自死遺族の回復や生活支援等に必要な情

報をリーフレットやホームページ等で周

知する。

リーフレット等配布部数265部

A

自死遺族の回復や生活支援等に必要な情報に

ついてリーフレットの配布

・R5年度　412部

・R6年度　265部
-

ホームページなどインターネットを

活用

し、自殺や自殺関連事象の正しい知

識

の普及を図る。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

105 7 (3) ①
自死遺族相談事例検

討会

自死遺族相談において、相談従事者が臨床的な

理解を深め、より適切な支援ができるよう事例

検討会を実施する。

自死遺族からの相談に対して、こころの健康総合センターや保健所

等において、より適切な支援が行えるようになる。

71 事例検討会を3回実施する。 こころの健康総合センターや保健所職員向け

に、自死遺族相談事例検討会を3回実施。 A

自死遺族相談事例検討会の開催

・R5年度　開催回数：3回　参加者：32人

・R6年度　開催回数：3回　参加者：26人

71

事例検討会を3回実施する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

106 7 (3) ①
自殺対策人材養成研

修

保健所・市町村・教育等関係職員を対象に、自

死遺族に適切な対応をするための研修を行う。

保健所・市町村・教育等関係職員が自死遺族（遺児）に対して適切

な対応ができる。

（毎年度研修開催１回以上）

－ 自死遺族支援に関する研修を実施する。 自死遺児相談従事者研修を開催。

・1回　51名受講
A

自死遺児相談従事者研修を開催。

・R５年度　1回　参加者：75名

・R６年度　1回　参加者：51名
-

自死遺族支援に関する研修を実施す

る。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

107 7 (4) ①

教育相談に関する教

職員の資質向上のた

めの取組み

教育相談を担当する教職員の資質向上のため

に、遺児に対するケアも含めた取組みを進め

る。

教職員一人ひとりのカウンセリングスキル等の資質向上。 40,000 教育相談担当の教職員に向けて、教育相

談に関する研修を２回実施する。

教育相談担当の教職員に向けて、「府立学校教

育相談対応力向上研修」を２回実施した。 A

・R5年度　開催回数：２回　参加者：77人

・R6年度　開催回数：２回　参加者：70人 48

教育相談担当の教職員に向けて、教

育相談に関する研修を２回実施す

る。

教育庁
教育セン

ター

108 7 (4) ②
ヤングケアラー支援

体制強化

・府が主催する福祉専門職等に対する研修会等に

おいて、ヤングケアラーに関する講義を実施し、

理解促進及び啓発を図る。

・府のヤングケアラー支援関係課長会議におい

て、ヤングケアラー支援に向けた取組みの方向性

の検討、課題認識の共有及び情報共有等を図

る。

①ヤングケアラーの社会的認知度の向上・支援体制を構築する。

②庁内のヤングケアラー支援に向けた取組みを総合的に推進する。

①6,398

②153

①ヤングケアラーに関する研修を38回開

催するなど理解促進及び啓発を図る。

②ヤングケアラー支援関係課長会議を年

１回以上実施。

①ヤングケアラーに関する研修を38 回開催す

るなど理解促進及び啓発を図った。

②ヤングケアラー支援関係課長会議を２回開

催。

令和6年9月10日（火）、令和7年2月17日

（月）

A

①福祉専門職等に対するヤングケアラー支援

研修の実施

（令和５年度）

実施回数：24回

（令和６年度）

実施回数：38回

②開催回数

R5年度：2回　R6年度：2回

①6,398

②131

①ヤングケアラーに関する研修を12

回開催するなど理解促進及び啓発を

図る。また、18歳以上のヤングケア

ラーを対象としたピアサポート事業

を実施し、精神面でのサポートを実

施する。

②ヤングケアラー支援関係課長会議

を年１回以上実施。

福祉部

地域福祉

課

子ども青

少年課

109 8 (1) ①
厚生労働省等からの

情報収集

厚生労働省や国の研究機関、府警察本部等から

の情報の収集と提供資料の分析等

適切に情報収集を行い、提供資

料の分析を行い、実態を把握し、

事業実施に活かすことができるよ

うになる。

－ 必要な情報収集、分析を行い、実態を把

握していく。

自殺者統計などの情報を収集した。

市町村への情報提供回数34回

A

市町村への情報提出回数

・R５年度　49回

・R６年度　34回 -

ホームページやSNS活用して自殺対

策に取り組む民間団体の活動を周知

する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

110 8 (2) ①
自殺統計データの提

供

月別自殺者数（暫定値）等の自殺統計データの

提供

継続して大阪府等に対して自殺統計データの提供を行う － 　継続して大阪府等に対して自殺統計

データの提供を行う

大阪府等に対して自殺統計データの提供を行っ

た。
A

大阪府等に対して毎月１回、先月分の自殺統

計データの提供を行った。
-

継続して大阪府等に対して自殺統計

データの提供を行う。
大阪府警

生活安全

総務課

（再） 111 8 (2)
②

③

自殺者等の資料収集

と情報の発信

自殺に関する統計資料等について分析・自殺の

現状等情報提供（市町村別）

統計資料をもとに市町村に対し

て自殺の現状等を迅速に情報提

供を行い、計画改定、進捗管理、検証等に活かすことができる。

－ 市町村に対して、必要な情報を迅速に

提供していく。

市町村等の求めに応じた自殺者数等のデータ提

供を行った。

データ提供 ２件、統計資料情報提供 ４件
A

市町村等への統計資料等の送付

・R5年度　12件

・R６年度　４件
-

ホームページやSNS活用して自殺対

策に取り組む民間団体の活動を周知

する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 112 9 (1) ①

児童の安全確認の徹

底と子ども家庭セン

ターや市町村、警察

等との連係強化

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐

待を受けた子どもの適切な保護・支援を図るた

め、子ども家庭センターや市町村、警察等関係

機関は相互に情報を共有し、緊密に連携する。

児童虐待事案を認知した場合には、被害児童の安全確認及び安全確

保を最優先とした対応を徹底する。

児童虐待が疑われる場合は、子ども家庭センターへ確実に通告を行

う。

－ 　児童虐待事案を認知した場合には、被

害児童の安全確認及び安全確保を最優先

とした対応を徹底する。

　児童虐待が疑われる場合は、子ども家

庭センターへ確実に通告を行う。

児童虐待が疑われる事案として、警察が子ども

家庭センターへ通告した通告児童数（令和６

年）

１４，２１５人

A

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や

虐待を受けた子どもの適切な保護・支援を図

るため、子ども家庭センターや市区町村・警

察等関係機関は相互に情報を共有し、緊密に

連携する。

-

児童虐待事案を認知した場合には、

被害児童の安全確認及び安全確保を

最優先とした対応を徹底する。

児童虐待が疑われる場合は、子ども

家庭センターへ確実に通告を行う。

大阪府警
生活安全

総務課

（再） 113 9 (1) ① SNSを活用した児童虐待防止相談事業

児童虐待の防止・予防に向けた取組の１つとし

て、気軽に悩みを相談できる環境整備のため、

LINEを活用した相談窓口を設置。

18,240件

※本事業は単年度契約を行ているものであり、令和10年度までの事

業予算を認められているものではないため、令和５年度事業見込み

に6倍した件数を令和10年度までの活動指標とする。

61,007 3379件

※本事業はLINE相談対応に係る人件費に

基づき予算計上していることから、相談

件数などの事業見込みを設定するもので

はない。よって、令和６年度の事業見込

みについては、令和５年度の相談件数実

績と同数とする。

3,425件

A

令和５年度　3,379件

令和６年度　3,425件

36381

3425件

※本事業はLINE相談対応に係る人

件費に基づき予算計上していること

から、相談件数などの事業見込みを

設定するものではない。よって、令

和７年度の事業見込みについては、

令和６年度の相談件数実績と同数と

する。

福祉部
家庭支援

課

（再） 114 9 (1) ①

・子ども家庭セン

ター（児童相談所）

における相談支援

・市町村児童家庭相

談担当者スキルアッ

プ研修

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐

待を受けた子どもの適切な保護・支援を図るた

め、子ども家庭センターや市町村による相談支

援、一時保護等の体制を強化するとともに、社

会的養護の充実を図る。

市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修

66日138講座（11日23講座を6倍した数値）

1,906 市町村児童家庭相談担当者スキルアップ

研修

９日23講座

市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修

9日23講座

A

令和５年度　11日23講座

令和６年度　9日23講座

1906

市町村児童家庭相談担当者スキル

アップ研修

8日23講座
福祉部

家庭支援

課

（再） 115 9 (1) ②

被害者の心情に配慮

した対応と、相談支

援機関との連携

性犯罪・性暴力被害者の心情に配慮した事情聴

取や要望の聴取を行い、相談支援機関と連携を

強化する。

性犯罪・性暴力被害者の事情聴取等には、女性が対応する等、被害

者の心情に配慮した対応を継続し、相談支援機関との連携を強化す

る。

－ 被害者の心情に配意して事情聴取等にあ

たる警察職員を選定して対応するほか、

関係機関・団体と連携し、被害者の要望

に沿った支援を推進する。

被害者の心情に配意して事情聴取等にあたる警

察職員を選定して対応したほか、関係機関・団

体と連携し、被害者の要望に沿った支援を実施

した。

A

被害者の心情に配意して事情聴取等にあたる

警察職員を選定して対応したほか、民間支援

団体・大阪弁護士会等と連携し、被害者の要

望に沿った支援を実施した。

-

被害者の心情に配意して事情聴取等

にあたる警察職員を選定して対応す

るほか、関係機関・団体連携し、被

害者の要望に沿った支援を推進す

る。

大阪府警
府民応接

センター

116 9 (1) ②
男性のための性被害

電話相談事業

性犯罪・性暴力の被害にあった男性に対して、専

門の相談員（男性1名を含む2名）による電話相

談を実施する。

相談しづらい男性性被害の相談先として定着させ、男性性被害の社

会的認知を高めるとともに被害の潜在化防止を図る。

450 電話相談　30件 電話相談　30件

A

R5　電話相談　30件

R6　電話相談　30件 489

電話相談　30件
政策企画

部

治安対策

課

R７新

(再）

117 9 (1) ②

大阪府性犯罪・性暴

力被害者のためのワ

ンストップ支援セン

ター運営事業

性暴力・性犯罪被害者のためのワンストップ支

援センターを核として、支援体制の充実を図りま

す。

24時間365日性犯罪・性暴力被害者からの相談を受けることができ

る体制を構築し、被害者支援の安定化を図り　、被害の深刻化の防

止につなげる。

A 107,124

相談件数　4,787件

政策企画

部

治安対策

課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

（再） 118 9 (2) ①
多重債務者対策事業

問

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相談員の派遣

（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会（※）への講

師（弁護士）の派遣（※市町村主催）

返済困難者相談を担当する市町村に対し、市町村における相談窓口

対応の充実や府域全体の連携強化を図るため、各種支援を行う。

158

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相談員

の派遣（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会（※）

への講師（弁護士）の派遣（※市町村主

催）

・市町村向け連絡会議の開催(R6.5.22)

→多重債務相談者が抱える状況把握と対応につ

いてパネルディスカッション実施及び関連資料

の配布

・市町村向け債務整理研修会の開催(R6.7.2)

・住民向け相談会（※）への専門相談員の派遣

（※市町村主催）

→河内長野市に５月　１０月に各１回派遣

・市町村職員向け債務整理研修会（※）への講

師（弁護士）の派遣（※市町村主催）

→高槻市に２月に派遣

A

・市町村向け連絡会議の開催(R6.5.22)

　開催回数：１回　参加者：39名

・市町村向け債務整理研修会の開催(R6.7.2)

　開催回数：1回　参加者：21名

158

・市町村向け連絡会議の開催

・市町村向け債務整理研修会の開催

・住民向け相談会（※）への専門相

談員の派遣（※市町村主催）

・市町村職員向け債務整理研修会

（※）への講師（弁護士）の派遣

（※市町村主催）

商工労働

部
金融課

（再） 119 9 (2) ②
生活困窮者自立支援

事業

広域自治体として府内における福祉事務所設置自

治体の取組みの広域支援を行うとともに、府福

祉事務所設置自治体（郡部）として、必須事業に

加え、全ての任意事業を実施する。また、認定

訓練事業所の確保及び利用促進を行う。

効果的な広域支援を行うため、市町村連絡会議や全市町村訪問を実

施する。また、管内福祉事務所設置自治体の円滑な事業実施や任意

事業の促進を図るとともに、郡部における実施体制の確保を行う。

83,383千円 ・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等

をヒアリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知

・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等をヒア

リング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

A

・市町村連絡会議、従事者研修を開催

・市町村訪問を実施し、事業実施状況等をヒ

アリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

103,939

・市町村連絡会議、従事者研修を開

催

・市町村訪問を実施し、事業実施状

況等をヒアリング

・広域就労支援事業を実施

・任意事業実施率の増加

・認定訓練事業の周知機会の調整

福祉部
地域福祉

課

（再） 120 9 (2) ③
各実施機関が行う家

庭訪問等

生活保護による最低限度の生活保障と、ケース

ワーカーの家庭訪問や電話連絡等による生活状

況等の把握を行う。

各実施機関からの生活保護による最低限度の扶助と、世帯の状況に

応じた家庭訪問や電話連絡等を必要な回数実施

－ 郡部福祉事務所（子ども家庭センター３

か所）からの生活保護による最低限度の

扶助と、世帯の状況に応じた家庭訪問を

必要な回数実施

各実施機関からの生活保護による最低限度の扶

助と、世帯の状況に応じた家庭訪問を必要な回

数実施

令和6年度　計画件数＝2803件、実績件数＝

2937件

A

(訪問計画件数と訪問実施数）

令和5年度　計画件数＝2897件、実績件数＝

2505件

令和6年度　計画件数＝2803件、実績件数＝

2937件

-

郡部福祉事務所（子ども家庭セン

ター３か所）からの生活保護による

最低限度の扶助と、世帯の状況に応

じた家庭訪問を必要な回数実施

福祉部
社会援護

課

（再） 121 9 (3) ①
男性のための電話相

談事業

家族、パートナー、親子関係、生き方、職場の

人間関係のことなど、専門の男性相談員が電話

による相談に応じるもの。

広域自治体として市町村相談事業の補完・支援をするとともに、関

係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図る。

25,004

の一部

電話相談

第2、3土曜日　11:00～15:00

第1、4水曜日　16:00～20:00

電話相談

232件 A

電話相談件数

R5年度　252件

R6年度　232件

25,004

の一部

電話相談

第2、3土曜日　11:00～15:00

第1、4水曜日　16:00～20:00

府民文化部

男女参

画・府民

協働課

（再） 122 9 (3) ①
女性の抱える問題に

関する相談事業

ドーンセンターにおいて、女性が直面している

様々な問題について、電話相談、面接相談、

SNS相談、サポートグループ、法律相談の実施等

を通じ、女性の自立と主体的な生き方をめざす

ための必要な援助と解決のためのサポートを行

う。

また、市町村相談員等を対象に、ブロック別事

例検討会や、スキルアップ研修等を実施し、市

町村相談事業の充実を図る。

広域自治体として市町村相談事業の補完・支援をするとともに、関

係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図る。

25,004 面接相談

火～金　17:00～21:00

土・日　10:00～18:00

電話相談

火～金　16:00～20:00

土・日　10:00～16:00

SNS相談

第１～４火曜日　12:00～18:00

第１・３土曜日　  10:00～15:00

法律相談　年18回

面接相談

1,207件

電話相談

2,316件

SNS相談

178件

法律相談

41件

A

面接相談件数

R5年度　1,216件

R6年度　1,207件

電話相談件数

R5年度　2,373件

R6年度　2,316件

SNS相談件数

R5年度　205件

R6年度　178件

法律相談件数

R5年度　42件

R6年度　41件

25,004

の一部

面接相談

火～金　17:00～21:00

土・日　10:00～18:00

電話相談

火～金　16:00～20:00

土・日　10:00～16:00

SNS相談

第１～４火曜日　12:00～18:00

第１・３土曜日　  10:00～15:00

法律相談　年18回

府民文化部

男女参

画・府民

協働課

（再） 123 9 (3) ①

コロナ禍において困

難・課題を抱える女

性のための支援事業

「女性のためのコ

ミュニティスペー

ス」

ドーンセンターにおいて、カウンセラー等の資

格をもつ女性の支援スタッフによる情報提供のほ

か、交流会の開催や、必要に応じた生活用品等

の提供を実施。

関係部局・関係団体との総合調整及び連携のもと、施策展開を図

る。

14,157 火～金　13:00～18:00

土　　　　11:00～18:00

日・祝　  11:00～17:00

来所者数　1,285人

A

来所者数

R5年度　1,286人

R6年度　1,285人
14,157

火～金　13:00～18:00

土　　　　11:00～18:00

日・祝　  11:00～17:00
府民文化部

男女参

画・府民

協働課

（再） 124 9 (4) ① 孤独・孤立対策

・孤独・孤立対策関係課長会議の開催

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラット

フォーム」を活用した関係機関との連携体制の構

築等

・官民連携での孤独孤立対策の実施。 ー （再掲）

・国からの情報を庁内関係課や市町村担

当課へ周知し、孤独・孤立施策の情報共

有を行う。

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プ

ラットフォーム」参画団体に対して団体

同士の連携しやすい関係づくりに向けた

意見交換会の開催

・孤独・孤立対策強化月間において、府

ＨＰ等を活用し孤独・孤立対策への啓発

や相談窓口の周知の強化を図る。

・「孤独・孤立対策と重層的支援体制整備事業

との連携通知について」等の国通知を庁内関係

課や市町村担当課へ周知し、孤独・孤立施策の

情報共有を図った。

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラット

フォーム」参画団体に対して団体同士の連携し

やすい関係づくりに向けたフォーラムを開催し

た。

・孤独・孤立対策強化月間において、府ＨＰ等

を活用し孤独・孤立対策への相談窓口の周知や

啓発イベントを開催した。

A

孤独・孤立対策公民連携フォーラムの開催

令和5年度（令和6年3月）

参加者数　42人

令和6年度（令和6年12月）

参加者数　60人

－

・「大阪府孤独・孤立対策公民連携

プラットフォーム」参画団体に対し

て団体同士の連携しやすい関係づく

りに向けた意見交換会の開催

・孤独・孤立対策強化月間におい

て、府ＨＰ等を活用し孤独・孤立対

策への啓発や相談窓口の周知の強化

を図る。

・国からの情報を庁内関係課や市町

村担当課へ周知し、孤独・孤立施策

の情報共有を行う。

福祉部
地域福祉

課

（再） 125 9 (4) ②
ひきこもり地域支援

センター事業

ひきこもり状態にある本人等から電話で相談を

受けるとともに、地域におけるひきこもり支援

を充実させるため、個別支援のコンサルテー

ションや研修等、市町村等の支援者に対する後

方支援を実施。また、市町村の支援ネットワー

クづくりに向けた助言・支援を行う。

ひきこもり状態にある本人や家族が住み慣れた身近な地域において

多機関の連携により、包括的な支援を受けることができるようにな

る。

10,480 ①各市町村の社会資源等の情報収集

②市町村や保健所等でひきこもりに関す

る専門相談（コンサルテーション）の実

施

③専門相談によるノウハウの蓄積、評

価・分析

④保健所等での家族教室、研修会の運営

支援

①大阪府内（堺市・大阪市除く）の相談支援機

関の情報収集：（電話・訪問）53件

②コンサルテーション事例延数：（電話・訪

問）98件

③専門相談によるコンサルテーションを実施し

ノウハウを蓄積。

④保健所等へ家族教室に関するノウハウや情報

の提供を実施。

A

相談支援機関の情報収集

・R5年度（電話・訪問）：55件

・R6年度（電話・訪問）：53件

コンサルテーション事例延数

・R5年度（電話・訪問）：143件

・R6年度（電話・訪問）：98件

10,927

①各市町村の社会資源等の情報収集

②市町村や保健所等でひきこもりに

関する専門相談（コンサルテーショ

ン）の実施

③専門相談によるノウハウの蓄積、

評価・分析

④保健所等での家族教室、研修会の

運営支援

福祉部

(健康医療

部）

地域福祉

課

（こころ

の健康総

合セン

ター）



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

（再） 126 9 (4) ② ひきこもり当事者会・家族会等の開催

・ひきこもり女子会の開催

・ひきこもり講演会、対話交流イベント等の開催

市町村における青少年の社会参加・社会的自立に向けた支援、ネッ

トワークを構する。

2,976 ・ひきこもり女子会の開催（府内３市）

・ひきこもり講演会、対話交流イベント

等の開催（府内各１市）

・ひきこもり女子会の開催

→参加者数

①令和6年11月21日（木）　枚方市：38名

②令和7年１月10日（金）　松原市：7名

③令和7年２月18日（火）　東大阪市：30名

・ひきこもり講演会、対話交流イベント等の開

催

→参加者数

令和6年10月4日(金) 講演会：54名（泉大津

市）

令和6年12月13日(金)対話交流イベント：56名

（和泉市）

A

・ひきこもり女子会の開催

令和5年度：3回　令和6年度3回

・ひきこもり講演会・対話交流イベント等の

実施

R5年度：2回　令和6年度2回

3696

下記イベントの開催

・ひきこもり女子会（府内2市）

・ひきこもり当事者会（府内２市）

・ひきこもり講演会（府内１市）

・対話交流イベント（府内１市）

福祉部
青少年支

援課

（再） 127 9 (5) ①

関係機関職員専門研

修及び医療機関職員

専門研修の実施

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支

援機関や医療機関の職員に対し、対応力向上の

ための研修を実施する。

依存症の本人及び家族への支援に携わる相談支援機関や医療機関等

の様々な相談窓口の職員が、依存の問題に気づき、必要に応じて依

存症の専門相談窓口につなげるなど、適切に対応できるようにな

る。

1439 ①関係機関職員専門研修：基礎研修を2

回/年、実践研修を2回/年、強化研修を2

回/年実施。

②医療機関職員専門研修：依存症医療研

修3回/実施。

①関係機関職員専門研修

・9回　747人

②医療機関職員専門研修

・3回　190人 A

①関係機関職員専門研修

・R5年度：8回  532人

・R6年度：9回　747人

②医療機関職員専門研修

・R5年度：3回　149人

・R6年度：3回　190人

1,439

①関係機関職員専門研修：基礎研修

を2回/年、実践研修を2回/年、強化

研修を2回/年実施。

②医療機関職員専門研修：依存症医

療研修3回/実施。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 128 9 (5) ①

依存症専門医療機

関、依存症治療拠点

機関の選定と公表

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関につ

いて選定し、ホームページ等において公表を行

う。

地域の身近な医療機関で、依存症の治療を受けることができ、必要

に応じて、地域の医療機関から依存症専門医療機関につなげられる

体制を構築する。

399 依存症専門医療機関、依存症治療拠点機

関および相談拠点について選定し、ホー

ムページ等において、公表を行う。

依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関およ

び相談拠点について選定し、ホームページ等に

おいて、公表を行った。
A

令和５年度に大阪府において新たな専門医療

機関を１医療機関選定。
469

依存症専門医療機関、依存症治療拠

点機関および相談拠点について選定

し、ホームページ等において、公表

を行う。

健康医療

部

地域保健

課

（再） 129 9 (5) ①
ギャンブル等依存症

対策推進体制の整備

・大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部・推進

会議、依存症対策庁内連携会議、依存症関連機

関連携会議、ギャンブル等依存症推進部会によ

り、関連機関等や庁内関係部局と連携を図り、

ギャンブル依存症対策の取組みを推進する。

・市町村ギャンブル等依存症主管課に対して、啓

発や対応力向上に関する情報の共有を図る。

ギャンブル等依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うため

の体制を整備する。

1,360 ・第２期ギャンブル等依存症対策推進計

画に基づいた事業実施と評価検証を実施

する

・依存症関連機関連携会議、ギャンブル

等依存症地域支援体制推進部会、を開催

する

・（仮称）大阪依存症センターについて

は、機能検討会議における取りまとめを

予定

・市町村依存症対策担当者会議のにおい

て、各地域における啓発活動に資するよ

うな情報共有を図る

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に基

づいた事業実施と評価検証を実施した（大阪府

ギャンブル等依存症対策推進本部１回　推進会

議１回、依存症対策庁内連携会議１回）

・依存症関連機関連携会議２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会１

回

・（仮称）大阪依存症センター機能検討会議２

回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

・第２期ギャンブル等依存症対策推進計画に

基づいた事業実施と評価検証を実施した（大

阪府ギャンブル等依存症対策推進本部R5.１

回、R6,１回　推進会議R5.１回、R6,１回、依

存症対策庁内連携会議R5.１回、R6,１回）

・依存症関連機関連携会議　R5:２回 R6:２回

・ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会

R5:１回 R6:１回

・（仮称）大阪依存症センター機能を取りま

とめた

・市町村依存症対策担当者会議の開催R5.１

回、R6.1回

1627

・第２期ギャンブル等依存症対策推

進計画に基づいた事業実施と評価検

証を実施する（（大阪府ギャンブル

等依存症対策推進本部、　推進会

議、、依存症対策庁内連携会議の開

催）

・依存症関連機関連携会議の開催

・依存症関連機関連携会議、ギャン

ブル等依存症地域支援体制推進部会

の開催

・市町村依存症対策担当者会議にお

いて、各地域における啓発活動に資

するような情報共有を図る

健康医療

部

地域保健

課

こころの

健康総合

センター

（再） 130 9 (5) ①

アルコール健康障が

い対策推進体制の整

備

・依存症関連機関連携会議、アルコール健康障が

い対策部会を開催する。

・市町村アルコール健康障がい対策主管課に対し

て、啓発や相談対応力向上等に資する情報の共

有を図る。

アルコール依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための

体制を整備する。

800 ・第２期アルコール健康障がい対策推進

計画に基づいた事業実施と評価検証を行

う。

・依存症関連機関連携会議、アルコール

健康障がい対策部会を開催する。

・市町村依存症対策担当者会議において

各地域における啓発活動に資するような

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・アルコール健康障がい対策部会１回開催

・市町村依存症対策担当者会議の開催１回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数1回

・R6年度　開催回数1回

市町村依存症対策担当者会議の開催・R5年度

開催回数1回

・R6年度　開催回数１回

801

・依存症関連機関連携会議、アル

コール健康障がい対策部会を開催す

る。

・市町村アルコール健康障がい対策

主管課に対して、啓発や相談対応力

向上等に資する情報の共有を図る 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

（再） 131 9 (5) ①
薬物依存症対策推進

体制の整備

依存症に関連した医療機関や関係団体等で構成

する依存症関連機関連携会議、薬物依存症地域

支援体制推進部会において、薬物依存症対策に

ついて検討を行う。

薬物依存症に悩む人へ継続的な治療・相談支援を行うための体制を

整備する。

362 依存症関連機関連携会議、薬物依存症地

域支援体制推進部会を開催する。その

他、会議等で薬物依存に関する取組みの

情報共有を図る。

・依存症関連機関連携会議２回

・薬物依存症地域支援体制推進部会1回

A

関係機関連携会議（本会議）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数2回

関係機関連携会議（部会）

・R5年度　開催回数2回

・R6年度　開催回数1回

363

・依存症関連機関連携会議、薬物依

存症地域支援体制推進部会を開催す

る。その他、会議等で薬物依存に関

する取組みの情報共有を図る。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

地域保健

課

（再） 132 9 (5) ①
SNS等を活用した相

談支援

依存症の本人及びその家族が気軽に相談できる

ようにSNS相談やLINEを活用したAIチャット

ポット応答システム等により相談支援を行う。

ギャンブル等依存症の本人及びその家族等が、抱える課題に応じて

適切な相談支援を受けることができる体制を充実させる。

・相談拠点及び依存症ほっとライン（SNS相談）の相談数　R7年度

末までに1.5倍【R4年度末　3,244件】

22,063 ・大阪依存症ほっとラインの広報周知を

行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの運用

を行う。

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周知

を行った。

相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

（R5年度　3519件   内ほっとライン235件）

・AIチャットボット応答システムの運用を行っ

た。

A

・依存症ほっとライン（SNS相談）の広報周

知を行った。

　相談拠点及び依存症ほっとライン相談数

　R６年度　4218件　(内ほっとライン329件)

　R5 年度　3519件  （内ほっとライン235

件）

・AIチャットボット応答システムの構築（R5

年度）運用を行った。

22040

大阪依存症ほっとラインの広報周知

を行い、相談数の増加をめざす。

・AIチャットボット応答システムの

運用を行う
健康医療

部

地域保健

課

（再） 133 9 (6) ①
大阪府自殺対策推進

本部実務担当者会議

庁内関係部局が連携して取組めるよう、大阪府内

の自殺の状況の共有や意見交換を実施する。

自殺の危険性を高める様々な問題に対し、各支援窓口等が連携して

適切な支援が行えるよう庁内関係部局が連携できている。

〇年1回以上開催

－ 実務担当者会議を実施し、府内の自殺の

状況の共有や意見交換を実施する。

実務担当者会議を1回実施し、府内の自殺の状

況の共有や意見交換を実施した A

実務担当者会議を1回実施し、府内の自殺の状

況の共有や意見交換を実施した －

実務担当者会議を実施し、府内の自

殺の状況の共有や意見交換を実施す

る。

健康医療

部

地域保健

課

134 9 (7) ①
民間団体の活動の周

知

自殺に取り組む民間団体の活動について、府

ホームページへの掲載、ポスター掲示への協力な

ど広報周知を行う。

自殺対策に取組む民間団体と協働してで効果的・効率的に自殺対策

に取り組めるようにする。

－ ホームページやSNS活用して自殺対策に

取り組む民間団体の活動を周知する。

自殺予防週間、自殺対策強化月間においてホー

ムページへの掲載やSNSを活用して自殺対策に

取り組む民間団体の活動を周知。
A

9月の自殺予防週間と３月の自殺対策強化月間

に民間団体２団体を、Xにてリポスト
-

ホームページやSNS活用して自殺対

策に取り組む民間団体の活動を周知

する。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

No.51に一

部 重複

No.18に

一部 重



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

135 9 (7) ②
自殺対策民間団体支

援事業

民間団体が行う啓発や相談支援等の活動につい

て、国の地域自殺対策強化交付金を活用して財政

的な支援を行う。

・地域に根差した民間団体の自殺防止に関する活動が強化されてい

る

・民間団体の自殺を防ぐための対応力が向上している

2,500 補助金を活用して自殺対策事業を実施す

る団体として、5団体からの参画を予定

し、民間団体の自殺を防ぐための対応力

の向上を図る。

補助金を活用して自殺対策事業を実施する団体

として、4団体からの参画があり、民間団体の

自殺を防ぐための対応力の向上を図った。
A

補助団体（民間）　のべ８団体

　R５：４団体（他１団体で事業実績額0円）

　R６：４団体
2,500

補助金を活用して自殺対策事業を実

施する団体として、5団体からの参

画を予定し、民間団体の自殺を防ぐ

ための対応力の向上を図る。

健康医療

部

地域保健

課

（再） 136 9 (7) ③

自殺未遂者相談支援

事業(いのちの相談支

援事業)

警察署等の協力のもと、自殺未遂者やその家族

の同意による情報提供により支援を行うと共

に、事例検討会等の開催等により自殺未遂者支

援のためのネットワーク構築を図る。

警察や関係機関と連携して実施することで、自殺未遂者の抱える悩

みが軽減することができる。

〇関係機関連絡会議や大阪弁護士会との事例検討会議：年1回以上

－ ・各保健所において、警察等と連携し自

殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実施す

る。

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）：　714件

・総支援数：　7907件

・府警と連絡会議を1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に3回参

加

A

・警察からの「支援事案情報提供書」受理数

（大阪市、堺市除く）

　R5年度：734件

　R6年度：714件

・総支援数：　R5年度　7926件

　　　　　　　　 R6年度  7907件

・府警と連絡会議を年1回開催

・弁護士会と行政機関との事例検討会に年3回

参加

－

・各保健所において、警察等と連携

し自殺未遂者への支援を実施する。

・大阪府警、政令市と連絡会議を行

う。

・大阪弁護士会との事例検討会を実

施する。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

（再） 137 9 (7) ③ 自死遺族相談

自死遺族相談を専門相談として実施する。 専門相談として自死遺族相談を継続実施し、遺族が安心して相談で

きる場となる。

－ 専門相談として自死遺族相談を継続して

実施する（随時）

電話相談・・・延べ件数33件（実数32件）

面接相談・・・延べ件数31件（実数15件）

A

電話相談

・R5年度延べ件数32件（実数29件）

・R6年度延べ件数33件（実数32件）

面接相談

・R5年度延べ件数33件（実数11件）

・R6年度延べ件数31件（実数15件）

-

専門相談として自死遺族相談を継続

して実施する（随時）

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

138 9 (7) ④
民間団体に関する情

報提供

市町村が地域の民間団体と協働して取組みができ

るように情報を提供する。

市町村と民間団体が協働して自

殺対策に取り組めるようになる。

　（毎年度41市町村に情報提供）

－ 民間団体についての情報を随時更

新し、提供する。

ホームページおよびSNSを活用して民間団体に

ついての情報提供を実施。また、令和6年11月

29日に市町村職員などを対象とした研修にお

いて民間団体の取組みについて実践報告を行っ

た。

A

研修会参加者に情報提供

・R５年度：2回　参加者：119人

・R６年度：回数：1回　参加者：58人 -

民間団体についての情報を随時更

新し、提供する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

139 10 (1) ①
市町村自殺対策計画

の策定支援

国から提供される地域自殺実態プロファイルや政

策パッケージなど,市町村の地域自殺対策計画改

定や計画の円滑な実施に必要な情報を提供する

などの支援を行う。

各市町村が自殺対策計画を見直し、地域に即した実践的な取組みが

推進される。

－ 国からの自殺対策計画関連の連絡等を

遅滞なく市町村に送付する。また、市町

村が自殺対策計画の見直し、進捗管理等

が円滑に実施できるように適切な支援を

行う。

地域自殺実態プロファイルの送付を行い　自殺

対策計画関連の連絡を遅滞なく市町村、保健所

へ情報提供した。また、市町村からの問い合わ

せに対し、助言、技術支援を行った。市町村対

応　62 件

A

市町村への問合せ対応

・R5年度　91件

・R6年度　62件 -

国からの自殺対策計画関連の連絡等

を遅滞なく市町村に送付する。ま

た、市町村が自殺対策計画の見直

し、進捗管理等が円滑に実施できる

ように適切な支援を行う。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 140 10 (1) ②
自殺者等の資料収集

と情報の発信

自殺に関する統計資料等について分析・自殺の

現状等情報提供（市町村別）

統計資料をもとに市町村に対して自殺の現状等を迅速に情報提供を

行い、計画改定、進捗管理、検証等に活かすことができる。

－ 市町村に対して、必要な情報を迅速に

提供していく。

市町村等の求めに応じた自殺者数等のデータを

提供。

データ提供２件、統計資料情報提供

４件

A

市町村等への統計資料等の送付

・R5年度　12件

・R６年度　４件
-

市町村に対して、必要な情報を迅速

に提供していく。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

141 10 (1) ③
市町村自殺対策主管

課会議

府の自殺の状況や効果的な取組み事例の共有、

意見交換等を実施し、市町村における取組を促

進する。

府の自殺の状況や効果的な取り組み事例の共有、意見交換を行うこ

とで、市町村レベルでの取組みが促進されている。

〇年1回以上開催

－ 市町村会議を実施し、府の自殺の状況や

効果的な取り組み事例の共有、意見交換

を実施する。

市町村自殺対策主管課会議を1回開催

A

市町村自殺対策主管課会議を年1回開催

－

市町村会議を実施し、府の自殺の状

況や効果的な取り組み事例の共有、

意見交換を実施する。

健康医療

部

地域保健

課

142 10 (1) ④
市町村自殺対策強化

事業

市町村が行う啓発や相談支援等の活動につい

て、国の地域自殺対策強化交付金を活用して財政

的な支援を行う。

・地域に根差した市町村の自殺防止に関する活動が強化されている

・市町村の自殺を防ぐための対応力が向上している

61,900 補助金を活用して自殺対策事業を実施す

る市町村として、40以上の自治体からの

参画を予定し、市町村の自殺を防ぐため

の対応力の向上を図る。

補助金を活用して自殺対策事業を実施する市町

村として、41自治体からの参画があり、市町村

の自殺を防ぐための対応力の向上を図った。 A

補助市町村のべ81市町村

　R５：40市町村（他１市町村で事業実績額0

円）

　R６：41市町村

57,692

補助金を活用して自殺対策事業を実

施する市町村として、40以上の自治

体からの参画を予定し、市町村の自

殺を防ぐための対応力の向上を図

る。

健康医療

部

地域保健

課

143 10 (1) ⑤
自殺対策人材養成研

修

市町村自殺対策担当者に対して、地域の実情に応

じた自殺対策を推進をしていくために必要な研修

等を実施する。

現場のニーズに合ったテーマの研修を実施し、市町村自殺対策担当

者が、地域の実情に応じた自殺対策を推進することができる。

（毎年度研修開催年６回以上）

－ 現場のニーズに合ったテーマの研修を実

施する。

自殺対策研修を実施。

・８回 79名の市町村職員が受講。
A

自殺対策研修の市町村自殺対策担当者の参加

者。

・R５年度　８回 　参加者：111名

・R６年度　８回　 参加者：79名

-

現場のニーズに合ったテーマの研修

を実施する。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 144 10 (1) ⑥
民間団体に関する情

報提供

市町村が地域の民間団体と協働して取組みができ

るように情報を提供する。

市町村と民間団体が協働して自

殺対策に取り組めるようになる。

　（毎年度41市町村に情報提供）

－ 民間団体についての情報を随時更

新し、提供する。

ホームページおよびSNSを活用して民間団体に

ついての情報提供を実施。また、令和6年11月

29日に市町村職員などを対象とした研修にお

いて民間団体の取組みについて実践報告を行っ

た。

A

研修会参加者に情報提供

・R５年度：2回　参加者：119人

・R６年度：回数：1回　参加者：58人 -

民間団体についての情報を随時更

新し、提供する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（再） 145 10 (2) ①

精神保健医療福祉に

関するネットワーク

会議

保健所圏域で、市町村や医療機関、警察などの

関係機関と情報や課題の共有、事例検討会等を

実施する。

地域の保健、医療、福祉の関係機関が情報の共有や課題検討を行う

ことにより、自殺の危険性の高い人が必要に応じて精神科医療につ

ながるよう連携体制が強化されている。

〇年1回以上開催

－ 各保健所において、精神保健医療福祉に

関するネットワーク会議を開催する。

会議の開催：16保健所（政令市を除く）中15

保健所で年1回以上開催
A

会議の開催（16保健所）

R５年度：15保健所

R6年度：14保健所
－

各保健所において、精神保健医療福

祉に関するネットワーク会議を開催

する。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

146 10 (2) ②
ネットワーク構築支

援

市町村、保健センターが取り組む庁内・庁外の

「自殺対策における地域ネットワーク構築」に

支援協力を行う。

各地域において自殺対策におけるネットワークが構築される。 － 各地域でネットワークが構築されるよう

に支援を行う。

保健所・市町村が開催する自殺対策ネットワー

ク会議等に９回参加し、延べ　147機関に各地

域でネットワークが構築されるように支援。 A

自殺対策ネットワーク会議等の参加回数

・R５年度：６回

・R６年度：９回 -

各地域でネットワークが構築される

ように支援を行う。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター

（保健

所）

147 11 (1) ①
「こころの再生」府

民運動の推進

「生命（いのち）を大切にする」「思いやる」

「感謝する」「努力する」「ルールやマナーを守

る」など、大人も子どもも忘れてはならない大切

な「こころ」をもう一度見つめ直し、府民一人

ひとりが身近な取組みを実践するよう、企業・

民間団体等と連携し、「こころの再生」府民運

動の普及・啓発に取り組むとともに、各学校や

地域におけるあいさつ運動や交流活動等の実施

を支援する。

子どもたちの社会規範等を守る意識や姿勢、態度を育成する「ここ

ろの再生」府民運動の趣旨を踏まえた取組み（あいさつ運動を含

む）について、PTAや地域とともに実施する小・中学校、府立学校

の割合を90%以上にする。

4,000 PTAや地域とともにあいさつ運動や交流

活動等の取組みを実施する小・中学校、

府立学校を83％以上にする。

令和6年度における実績は82.0%

A

啓発用支援物品を学校へ配布

【のぼり】

　・R5年度　801校

　・R6年度　800校

【ビブス】

　・R5年度　621校

　・R6年度　634校

4000

PTAや地域とともにあいさつ運動や

交流活動等の取組みを実施する小・

中学校、府立学校を85％以上にす

る。

教育庁
教育総務

企画課

148 11 (1) ①

府立高校における社

会体験活動等の外部

と連携した探究的な

学習の充実

各府立高校において他者と協働して課題を解決し

ようとする活動や、情報収集、整理・分析、ま

とめ、表現する活動を行う。また、社会体験活

動等の外部と連携した学習活動を積極的に取り

入れる。

体験活動を充実させるため、府立学校におけるインターンシップや

職場見学会等の実施校を90校以上とする。

- 体験活動を充実させるため、府立学校に

おけるインターンシップや職場見学会等

の実施校を80校以上とする。

令和6年度のインターンシップ実施校は全日

制、定時制を合わせて76校となっている。

A

インターンシップ実施校

（全日制、定時制を合わせて）

R5年度：77校

R6年度：76校

―

体験活動を充実させるため、府立学

校におけるインターンシップや職場

見学会等の実施校を80校以上とす

る。

教育庁
高等学校

課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

149 11 (1) ①
福祉・医療関係人材

の活用事業

一人ひとりの実態に応じて、主体的に自分の力

を可能な限り発揮し、よりよく生きていくこと

をめざした取組みを行う。

児童生徒等の障がいの状況等を踏まえ、必要に応じて専門家の指

導・助言を求めるなどして、児童生徒等の将来の自立、社会参加を

めざす。

7,702

＊

No.147,16

8と同事業

各学校において、昨年度の実績等をふま

えて、学校の障がい種別と在籍者数を勘

案して配置する。

府立支援学校において、臨床心理士の活用校数

は43校1分校で、活用時間は全体で1175時間で

あった。児童生徒の希望や必要に応じて個別の

面接相談を行うなど、将来の自立、社会参加に

つながる取組みを行った。

A

先述のとおり、令和5年度は府立支援学校にお

いて、臨床心理士の活用校数は43校1分校で、

活用時間は全体で1141時間に対し、令和6年

度は、府立支援学校において、臨床心理士の

活用校数は43校1分校で、活用時間は全体で

1175時間であった。

7,921

＊

No.147,168

と同事業

各学校において、昨年度の実績等を

ふまえて、学校の障がい種別と在籍

者数を勘案して配置する。
教育庁

支援教育

課

150 11 (1) ①

小中学校における地

域や社会と協働した

探究的な学習の充実

社会に参画していくための資質・能力を育成する

ため、地域の具体的な課題の解決に向けて他者

と協働しながら進める探究学習の実施等の取組

みをおこなう。

①自立した一人の人間として生きていくために主体性をもって考え

る意識等の育成をめざす。

取組みの好事例や参考資料等の共有

②「将来の夢・目標を持っている」というアンケート項目に肯定的

に回答する児童生徒の割合を全国平均以上にする。

 ①800

②1291

①実践事例集のWeb公開・カリキュラム

マネジメント推進研修の開催

②「わくわく・どきどきＳDGsジュニア

プロジェクト」への参加876校

小学校「オンラインポスターセッショ

ン」の開催

中学校「ＳDGsジュニアフォーラム」の

開催

②「わくわく・どきどきSDGsジュニアプロ

ジェクト」への参加校は、831校（小学校567

校、中学校264校）であった。小学校について

は、「オンラインポスターセッション」、中学

校については、「ＳDGsジュニアフォーラム」

を開催することができた。
A

②各年度、小学校は「オンラインポスター

セッション」、中学校は「ＳDGSジュニア

フォーラム」を実施。

「わくわく・どきどきSDGsジュニアプロジェ

クト」に参加する小・中学校の割合（％）

　・R5年度：17.0%

　・R6年度：94.9%

  ②3,358

②「わくわく・どきどきＳDGsジュ

ニアプロジェクト」への参加874校

小学校「オンラインポスターセッ

ション」の開催

中学校「ＳDGsジュニアフォーラ

ム」の開催
教育庁

小中学校

課

151 11 (2) ①
教育相談に関する教

職員研修

教育相談研修において、すこやか教育相談

（メール相談）や関係機関連携等による自殺企

図者への支援について講義。

教職員一人ひとりのカウンセリングスキル等の資質向上。 ― 自殺予防の内容を取り上げる研修を１回

実施する。

学校教育相談課題別研修Ｃ（精神疾患の理解と

対応）を１回実施し、自殺予防の内容を取り上

げた。

A

・R5年度　開催回数：２回　参加者：79人

・R6年度　開催回数：２回　参加者：77人 ―

自殺予防の内容を取り上げる研修を

１回実施する。 教育庁
教育セン

ター

152 11 (2) ②
生徒指導者養成研修

の周知

文部科学省が実施する生徒指導者養成研修につ

いて、各私立学校に周知

研修を活用することにより、私立学校教員のスキルアップを図り、

重大事故等の減少を図る。

文部科学省が実施する生徒指導者養成研

修について、各私立学校に周知する。(参

考：令和６年度私立学校数、高校108

校、中学校59校、小学校17校　計184

校）

私立学校全校に周知を行った

A

文部科学省実施の「生徒指導者養成研修」に

ついて周知した学校数

・R5年度　187校（全校）

・R6年度　184校（全校）
-

文部科学省が実施する「生徒指導者

養成研修」について、各私立学校に

周知する。(参考：令和７年度私立

学校数、高校107校、中学校59校、

小学校17校　計183校）

教育庁 私学課

153 11 (2) ②

児童生徒の自殺予防

に関する普及啓発協

議会の周知

文部科学省が実施する「児童生徒の自殺予防に

関する普及啓発協議会」について、各私立学校

に周知

協議会に参加することで、私立学校教員の自殺に対する認識や対応

を理解し、未然防止に係るスキルが向上する。

文部科学省が実施する「児童生徒の自殺

予防に関する普及啓発協議会」につい

て、各私立学校に周知する。(参考：令和

６年度私立学校数、高校108校、中学校

59校、小学校17校　計184校）

私立学校全校に周知を行った

A

文部科学省実施の「児童生徒の自殺予防に関

する普及啓発協議会」について周知した学校

数

・R5年度　187校（全校）

・R6年度　184校（全校）

-

文部科学省が実施する「児童生徒の

自殺予防に関する普及啓発協議会」

について、各私立学校に周知する。

(参考：令和７年度私立学校数、高

校107校、中学校59校、小学校17校

計183校）

教育庁 私学課

154 11 (2) ② いじめ防止対策推進

いじめ防止対策推進法の施策を、府内の私立学

校に周知および資料を送付

いじめ防止対策推進法に基づく対応を適切に行うことで、未然防止

を図り、いじめの減少を図る。

いじめ防止対策推進法の施策を、府内の

私立学校に周知および資料を送付する。

(参考：令和６年度私立学校数、高校108

校、中学校59校、小学校17校　計184

校）

私立学校全校に周知および資料送付を行った

A

いじめ防止対策推進法の施策について周知お

よび資料送付を実施した学校数

・R5年度　187校（全校）

・R6年度　184校（全校）
-

いじめ防止対策推進法の施策につい

て、府内の私立学校に周知および資

料送付する。(参考：令和７年度私

立学校数、高校107校、中学校59

校、小学校17校　計183校）

教育庁 私学課

155 11 (2) ②
文部科学省の通知等

の周知

「教師の知っておきたい子どもの自殺予防」(平

成２１年３月文部科学省)の活用について、府立

学校への継続的な啓発。

府立学校全校に啓発冊子等の活用について周知する - 府立学校全校に啓発冊子等の活用につい

て周知する

すべての府立高校に周知を行った。

A

すべての府立高校に周知を行った。

―

すべての府立学校に啓発冊子等の活

用について周知する。 教育庁
高等学校

課

156 11 (2) ③

こころの健康につい

て考えよう（SOSの

出し方教育）の講師

養成

各地域でSOSの出し方教育を企画・実施できる

リーダーを養成するため、市町村職員、保健所職

員、学校教職員等を対象に若年者の自殺対策へ

の理解を深め、テキスト「こころの健康につい

て考えよう！」の活用方法を含めたテキスト講

習会を開催する。

市町村職員、保健所職員、学校教職員等が講師となり、若年者の自

殺対策を推進する。

（毎年度講師養成50名以上）

－ こころの健康について考えよう！（SOS

の出し方教育）の師養成のテキスト講習

会を開催する。

テキスト講習会を３回実施。

141名受講

A

テキスト講習会の開催

・R５年度　９回　参加者226名

・R６年度　３回　参加者141名
-

こころの健康について考えよう！

（SOSの出し方教育）の師養成のテ

キスト講習会を開催する。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

157 11 (2) ③

こころの健康につい

て考えよう（SOSの

出し方教育）の推進

児童・生徒・学生にストレスへの対処法を身に

つける等のための教育（SOSの出し方教育）を

推進するため、要請があった教育機関に対し講

師派遣を含めた実施のための調整を行う。

こころの健康について考えよう（SOSの出し方教育）を実施し、若

者の自殺対策に取り組む教育機関が増える。

（毎年度実施する教育機関５校以上）

－ こころの健康について考えよう！（SOS

の出し方教育）、ゲートキーパー養成研

修　若年者支援編の内容についての周知

を行う。

教育庁や保健所等が開催した会議や研修で、事

業周知。計６回。

・こころの健康について考えよう！の事業実

施。

計11校、1,732名受講。

・ゲートキーパー養成研修　若年者支援の実

施。

計２回実施。計100名受講。

A

・こころの健康について考えよう！（SOSの

出し方教育）実施した教育機関数

・R5年度　25校

・R6年度　11校
-

こころの健康について考えよう！

（SOSの出し方教育）、ゲートキー

パー養成研修　若年者支援編の内容

についての周知を行う。 健康医療

部

こころの

健康総合

センター

158 11 (3) ①
教育振興補助金交付

事業

スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー等の活用等の事業にかかる費用の一部

を補助。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置によ

り、悩みを抱える生徒に適切に対応でき、問題の早期発見につなげ

る。

スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等の活用等の事業にかか

る費用の一部を補助。

申請した私立学校134校に補助金を交付した

A

補助金を交付した学校数

・R5年度　136校（申請した学校全て）

・R6年度　134校（申請した学校全て）
-

スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー等の活用等の事

業にかかる費用の一部を補助。
教育庁 私学課

159 11 (3) ①

子どもの人権SOSミ

ニレター事業（法務

省実施）への協力

子どもの人権SOSミニレター事業に対する協力依

頼を各私立小中学校に実施

「子どもの人権SOSミニレター事業」を活用し、身近に相談できる

人がいない場合でも、児童生徒の悩みを把握できるようにする。加

えて、関係機関との連携を図る。

子どもの人権SOSミニレター事業に対す

る協力依頼を各私立小中学校に実施す

る。(参考：令和６年度私立小中学校数、

中学校59校、小学校17校　計76校）

私立小・中学校全校に協力依頼の周知を行っ

た。

A

協力依頼を実施した小・中学校数

・R5年度　77校（全校）

・R6年度　76校（全校）
-

子どもの人権SOSミニレター事業に

対する協力依頼を各私立小中学校に

実施する。(参考：令和７年度私立

小中学校数、中学校59校、小学校17

校　計76校）

教育庁 私学課

160 11 (3) ①
障がいのある生徒の

高校生活支援事業

すべての府立高校に臨床心理士等、エキスパート

支援員を派遣

府立高校全校にスクールカウンセラーを配置し、教育相談体制の充

実を図る。

130,272 府立高校全校にスクールカウンセラーを

配置し、教育相談体制の充実を図る。

すべての府立高校にスクールカウンセラーを配

置し、教育相談体制の充実を図った。
A

R5年度　・連絡協議会2回開催

　　　　　 ・府立中高171校にSCを配置

R6年度　・連絡協議会2回開催

　　　　　 ・府立中高167校にSCを配置

134,768

府立高校全校にスクールカウンセ

ラーを配置し、教育相談体制の充実

を図る。
教育庁

高等学校

課



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

161 11 (3) ①
福祉・医療関係人材

の活用事業

希望する学校に臨床心理士等を配置し、学校に

おける教育相談体制の充実を図る

臨床心理士を活用することで、友人関係、家庭環境等の課題からく

る、子どもの不安定な精神の安定化をはかり、安心して学校に通学

することができるようにする。

7,702

＊

No.147,16

8と同事業

各学校において、昨年度の実績等をふま

えて、学校の障がい種別と在籍者数を勘

案して配置する。

府立支援学校において、臨床心理士の活用校数

は43校1分校で、活用時間は全体で1175時間で

あった。心理士を講師としたケース会議、校内

研修や事例検討会を行い、教育相談体制の充実

を図った。

また、本人・保護者への助言・指導を通じて、

学校生活や友人とのかかわりに対する不安をは

じめとする心理的負担の軽減等について対応を

行った。

A

先述のとおり、令和5年度は府立支援学校にお

いて、臨床心理士の活用校数は43校1分校で、

活用時間は全体で1141時間に対し、令和6年

度は、府立支援学校において、臨床心理士の

活用校数は43校1分校で、活用時間は全体で

1175時間であった。

7,921

＊

No.147,168

と同事業

各学校において、昨年度の実績等を

ふまえて、学校の障がい種別と在籍

者数を勘案して配置する。

教育庁
支援教育

課

162 11 (3) ①
スクールカウンセ

ラー配置事業

公立小中学校におけるスクールカウンセラーに

よる児童生徒、保護者、教職員等に対する相談

活動及び助言・援助。

児童生徒が安心して相談できる体制をめざす。

児童生徒、保護者、教職員等からの個別相談への対応

604,824 相談対応実施 200,012人（延べ人数）

A

R5 相談件数 148,435人（延べ人数）

R6 相談件数 200,012人（延べ人数） 596,011

相談対応実施

教育庁
小中学校

課

163 11 (3) ①
スクールソーシャル

ワーカー活用事業

スクールソーシャルワーカーによる児童生徒を

取り巻く環境の改善及び助言・援助。

児童生徒が安心して学校に通える体制をめざす。

教職員等からのすべての相談への対応

74,863 相談対応実施 81,677件（延べ件数）
A

R5年度　相談対応（延べ件数）：58,469件

R6年度　相談対応（延べ件数）：81,677件
75,233

相談対応実施
教育庁

小中学校

課

164 11 (3) ① すこやか教育相談24
24時間体制で、子ども・保護者・教職員の相談

に対応

学校の相談体制の充実をめざす。

24時間体制における相談への対応

24,233 相談対応実施 4,364件（延べ件数）
A

R５年度相談件数：3,468件

R６年度相談件数：4,364件
24,233

相談対応実施
教育庁

小中学校

課

165 11 (3) ① すこやか教育相談

児童生徒、保護者及び教職員からの電話、Eメー

ル・Fax、面接、SNS（子どものみ）による相談

に応じ、相談者自ら問題の解決に向かうよう助

言・援助を行う。

相談者自らが解決に向かうことができるよう支援。 48,012 ○電話・面接相談：月～金曜日

　９：30～17：30 受付（祝日・年末年

始休業）

○Eメール・FAX相談：24時間受付

　　（回答は後日）

○LINE相談：日～木曜日・特設日（計

240日）

　　19：00～22：00

電話、面接、Eメール、Fax、LINE相談で恒常

的に相談を受け付け、相談者自らが解決に向か

うことができるよう支援した。

A

・R5年度　電話相談：2,064件

　　　　　 面接相談：475件

　 　　　　Eメール相談：851件

                Fax相談：0件

                LINE相談：2,774件

　

・R6年度　電話相談：2,568件

　　　　　 面接相談：546件

　 　　　   Eメール相談：1,104件

                Fax相談：0件

                LINE相談：4,749件

48,525

○電話・面接相談：月～金曜日

　９：30～17：30 受付（祝日・年

末年始休業）

○Eメール・FAX相談：24時間受付

　　（回答は後日）

○LINE相談：日～木曜日・特設日

（計240日）

　　19：00～22：00

教育庁
教育セン

ター

166 11 (3) ①

・子ども家庭セン

ター（児童相談所）

における相談支援

・子ども専用子ども

の悩み相談フリーダ

イヤル（24時間対

応）

府内6箇所の子ども家庭センター（児童相談所）

での児童に関する相談を実施。また、子ども専用

子どもの悩み相談フリーダイヤルを設置（24時間

365日対応）。

24,114件

※予算は、子ども専用子どもの悩み相談フリーダイヤルを含む夜

間・休日電話対応体制強化事業にかかる予算。

令和５年度事業見込みに6倍した件数を令和10年度までの活動指標

とする。

42,438 3081件

※予算は、子ども専用子どもの悩み相談

フリーダイヤルを含む夜間・休日電話対

応体制強化事業にかかる予算。

令和６年度の事業見込みについては、令

和５年度の相談件数実績と同数とする。

4,218件

A

令和５年度　3,081件

令和６年度　4,218件

42944

4218件

※予算は、子ども専用子どもの悩み

相談フリーダイヤルを含む夜間・休

日電話対応体制強化事業にかかる予

算。

令和７年度の事業見込みについて

は、令和６年度の相談件数実績と同

数とする。

福祉部
家庭支援

課

167 11 (3) ②
ヤングケアラー支援

体制強化事業

府立高校におけるヤングケアラーを適切な支援に

繋げるため、学校における相談体制の構築や早期

発見力の強化、学習支援等を図る。

希望するすべての府立高校にSSWを配置するとともに、府立高校全

校が必要な時にSSWに相談できる体制を維持する。また、ヤングケ

アラーに対して進路や就職相談のためのキャリア教育コーディネー

ターの配置、学習支援を行うための支援員の配置も継続して実施。

74,223 希望するすべての府立高校にSSWを配置

する。

希望するすべての府立高校にSSWを配置するこ

とができた。
A

・R５年度　SSW対象研修  ５回

　　　　　  連絡協議会      ３回

・R６年度　SSW対象研修  ５回

　　　　　  連絡協議会      ３回

74,389

すべての府立高校が必要な時にSSW

に相談できる体制を維持する。
教育庁

高等学校

課

168 11 (3) ②
緊急支援チームの派

遣

臨床心理士、指導主事を派遣。 自殺や自殺未遂等重篤なケースに対し、発生後の周りの人々に対す

る心理的ケアをめざす。

市町村からの要請に対する緊急支援チームによる支援

12,230 緊急支援チームの派遣 24回

A

R５年度派遣回数：21回

R６年度派遣回数：24回
【再掲】

　　 12,230

緊急支援チームの派遣

教育庁
小中学校

課

（再） 169 11 (3) ②
障がいのある生徒の

高校生活支援事業

すべての府立高校に臨床心理士等、エキスパート

支援員を派遣

府立高校全校にスクールカウンセラーを配置し、教育相談体制の充

実を図る。

130,272 府立高校全校にスクールカウンセラーを

配置し、教育相談体制の充実を図る。

すべての府立高校にスクールカウンセラーを配

置し、教育相談体制の充実を図った。
A

R5年度　・連絡協議会2回開催

　　　    ・府立中高171校にSCを配置

R6年度　・連絡協議会2回開催

　　　　 ・府立中高167校にSCを配置

134,768

府立高校全校にスクールカウンセ

ラーを配置し、教育相談体制の充実

を図る。
教育庁

高等学校

課

170 11 (3) ②
福祉・医療関係人材

の活用事業

臨床心理士・指導主事等を派遣等 自殺や自殺未遂発生後の周囲の人々に対する心理的ケアが行われる

とともに、子どもたちが安心して学校生活を送るための学校体制を

整える。

7,702

＊

No.147,16

8と同事業

各学校において、昨年度の実績等をふま

えて、学校の障がい種別と在籍者数を勘

案して配置する。

府立支援学校において、臨床心理士の活用校数

は　　43校１分校で、活用時間は全体で1175

時間であった。うち、心理士の介入を必要とす

る、緊急時対応として92時間を配置した。対応

事案の中には、自死を示唆する生徒へのカウン

セリング、およびその保護者へのサポート方法

について臨床心理士を配置したケースがある。

A

先述のとおり、令和５年度は府立支援学校に

おいて、臨床心理士の活用校数は43校１分校

で、活用時間は全体で1141時間であった。う

ち、心理士の介入を必要とする、緊急時対応

として76時間を配置したことに対し、令和6年

度は府立支援学校において、臨床心理士の活

用校数は43校１分校で、活用時間は全体で

1175時間であった。うち、心理士の介入を必

要とする、緊急時対応として92時間を配置し

た。

7,921

＊

No.147,168

と同事業

各学校において、昨年度の実績等を

ふまえて、学校の障がい種別と在籍

者数を勘案して配置する。

教育庁
支援教育

課

171 11 (4) ①
大学等と連携した自

殺対策

保健所が地域の大学等と連携し、学校内での啓

発イベントや健康教育を行う。また、自殺未遂者

など必要な人に対して、連携して支援を行う。

・若者の自殺対策に関する理解が深まり、相談窓口を認知すること

ができている。

・大学等との連携が強化できている。

－ 保健所等において、地域の大学等と連携

し、啓発イベントや健康教育を行う。

保健所において大学等と連携した取り組みの実

施：28回
A

保健所において大学等と連携した取り組みの

実施：R5年度41回、R6年度28回
－

保健所等において、地域の大学等と

連携し、啓発イベントや健康教育を

行う。

健康医療

部

地域保健

課

（保健

所）

172 11 (4) ②
子ども・若者支援地

域協議会

・協議会（庁内会議）における自殺予防対策の

情報共有

子ども・若者支援地域協議会を通じて、子ども・若者を効果的かつ

円滑に支援する。

¥304 大阪府子ども・若者支援地域協議会及び

専門部会を年１回以上実施。

大阪府子ども・若者支援地域協議会及び専門部

会の開催

令和6年11月27日（水）

A

開催回数

R5年度：1回　R6年度：1回 326

大阪府子ども・若者支援地域協議会

及び専門部会を年１回以上実施。 福祉部
青少年支

援課

173 11 (5) ①
わかものハートぼち

ぼちダイヤル

40歳未満の若者を対象にした若者向け専用電話

相談

悩みを抱え、支援を必要としている若者が、若者専用電話相談の存

在を知り、悩みを相談するようになる。

－ ①若者専用電話相談の実施。

②電話相談対応力の向上のため「ゲート

キーパー養成研修」を２回、事例検討会

を５回実施。

③リーフレットによる若者専用電話相談

の周知。

①毎週水曜日9時30分～17時に、40歳未満の若

者を対象にした電話相談を実施。延べ47件

②電話相談対応力の向上のため「ゲートキー

パー養成研修」を２回、事例検討会を５回実

施。

③リーフレットによる若者専用電話相談の周

知。

A

①電話相談

・R5年度延べ60件

・R6年度延べ47件

-

①若者専用電話相談の実施。

②電話相談対応力の向上のため

「ゲートキーパー養成研修」を２

回、事例検討会を５回実施。

③リーフレットによる若者専用電話

相談の周知。

健康医療

部

こころの

健康総合

センター



大阪府自殺対策計画プログレスシート

重点施策 事業名等 取組（事業）の概要
令和10年度までのめざすべき姿・目標（活動指標）

※できるだけ数値目標を記入

予算

(千円)
事業見込み 事業実績 評価 令和5年度から令和6年度までの取組

予算

(千円)
事業見込み 担当部局 担当課

令和6年度 令和7年度

【重点施策】

計画第4章重点施策の具体的な

取組の項目

【令和10年度までに目指すべき姿目標を踏まえた令和6年度の取組の評価】

A：達成度が75％以上100％ B：達成度が50％以上75％未満

C：達成度が25％以上50％未満 D：達成度が25％未満
資料２－３

174 11 (5) ①

SNS相談体制整備事

業　こころのほっと

ライン（大学生・妊

産婦用）

若者が抱える様々な心の悩みに対して、きめ細や

かな相談支援を行うため、大学生や妊産婦を対

象にSNS相談を行う。

メンタルヘルスに不調を抱える若者の不安が軽減することができて

いる。

〇相談件数750件以上

21,544 ・メンタルヘルスに不調を抱える若者に

対しSNSによる相談を行う。

・府内の大学等に対し、学生への周知協

力依頼を行う。

・相談件数1,374件、友だち登録1,732人

・協力校を含む大学等を対象に事業説明会及び

事業報告会を開催。
A

R5年度：相談件数1,276件、友だち登録1,299

人

R6年度：相談件数1,374件、友だち登録1,732

人

・協力校を含む大学等を対象に事業説明会及

び事業報告会を開催。

・メンタルヘルスに不調を抱える若

者に対しSNSによる相談を行う。

・府内の大学等に対し、学生への周

知協力依頼を行う。

健康医療

部
地域保健課

175 11 (5) ②

大阪府子ども家庭局

SNSにおける情報発

信

・相談窓口等の周知

・その他自殺予防対策に関する情報発信

相談窓口等の周知やその他自殺予防対策に関する情報発信を行う。 － 年間を通じて定期的に情報発信 年間を通じて定期的に情報発信

A

年間を通じて定期的に情報発信

-

年間を通じて定期的に情報発信

福祉部
青少年支

援課

（再） 176 11 (5) ②
若年層向け相談窓口

案内サイトの運営

メンタルヘルスに不調を抱える若者が相談窓口

につながるよう、若者向け相談窓口案内サイト

を運営する。

若者が相談窓口を認知することができる。

〇年間アクセス数：10,000以上

- 若年層向け相談窓口案内サイト「大阪こ

ころナビ」を運営し、9月及び3月にサイ

トの周知を実施する。

広告配信回数：11,048,995回

クリック数：56,622

大阪こころナビ訪問数：60,543人

A

【広告配信回数】

R5年度：　5,485,462回

R6年度：　11,048,995回

【クリック数】

令和5年度：　18,093

令和6年度：　56,622

【大阪こころナビ訪問数】

R5年度：　22,858人

R6年度：　60,543人

-

若年層向け相談窓口案内サイト「大

阪こころナビ」を運営し、9月及び3

月にサイトの周知を実施する。

健康医療

部

地域保健

課

（再） 177 11 (6) ①

大阪府地域若者サ

ポートステーション

による若年無業者等

の職業的自立を目指

した就労支援事業

15歳から49歳までの若年無業者を対象に、自己

肯定感の養成や就職活動のサポート等、職業的

自立に向けた就労支援を実施する。

就職決定者数　年間132人

（大阪府地域若者サポートステーション）

- 就職等件数　年間132人

（大阪府地域若者サポートステーショ

ン）

就職等件数　年間113人

（大阪府地域若者サポートステーション）

A

相談数

・R５年度　年間2,040人

・R６年度　年間2,197人 -

就職等件数　年間161人

（大阪府地域若者サポートステー

ション）
商工労働

部

就業促進

課　就業

支援G

（再） 178 11 (7) ①
妊産婦こころの相談

センター事業

拠点機関に専属職員を配置し、メンタルヘルス

に不調を抱えている妊産婦について、ワンストッ

プ窓口として、専門的な支援を行うとともに、関

係機関等からの相談に助言を行う。また、地域

において、精神科医と産科医を助言者に招いた

事例検討会を開催するなど産科と精神科の連携

体制の構築を図る。

メンタルヘルスに不調を抱える妊産婦の不安が軽減し、地域におけ

る産科と精神科の連携体制が推進している。

〇相談件数：450件以上

6,710 ・メンタルヘルスに不調を抱える妊産婦

に対し、電話等による相談を実施する。

・必要に応じて関係機関と連携して支援

する。

・相談件数365件、医師相談38件。

・保健所主催の地域の関係機関向けの自殺対策

研修や、母子保健担当者研修への講師派遣、市

町村事例検討会への参加。

・市町村母子保健担当課を対象に、妊産婦のメ

ンタルヘルスに関するアンケートを実施し、市

町村のメンタルヘルスに係る支援状況を調査。

市町村の研修会等で報告、情報共有した。

A

・相談件数：R5年度481件、R6年度365件

・医師相談；令和5年度45件、令和6年度38件

・保健所主催の地域の関係機関向けの自殺対

策研修や、母子保健担当者研修への講師派遣

・市町村母子保健担当課を対象に、妊産婦の

メンタルヘルスに関するアンケートを実施

し、市町村のメンタルヘルスに係る支援状況

を調査。市町村の研修会等で報告、情報共有

した。

6988

・メンタルヘルスに不調を抱える妊

産婦に対し、電話等による相談を実

施する。

・必要に応じて関係機関と連携して

支援する。
健康医療

部

地域保健

課

179 11 (7) ① にんしんSOS

思いがけなi妊娠等に悩む人の相談窓口を開設

し、妊娠、出産に関する正しい情報提供を行

う。また、地域の保健機関等を紹介するなど必

要な支援を受けることで、未受診飛び込み出産

や子どもへの虐待を予防する。

思いがけない妊娠等に悩む人が孤立化しないよう、専用相談窓口を

開設し、支援を実施する。地域の相談機関等と連携を図り、継続し

た支援を実施する。

7,698 ・思いがけない妊娠等に悩む人へ専門相

談窓口の開設し、妊娠・出産に関する正

しい情報提供を行う。経済的問題を抱え

る対象者においても、通話料無料として

安心して相談できるよう、6月以降LINE

コールを導入する。

・必要時、地域の相談機関等を紹介す

る。

（委託業務）

・対応相談延件数：電話411件、メール555

件、計966件

・関係機関連絡：116件

・ホームページの運営

（担当課業務）

・コンビニ、イオン、ドラッグストア等でにん

しんSOSチラシやカードを配架し啓発。

・公民連携室を通じ、大学へのチラシ配布によ

る相談窓口を啓発

A

・R6.6月導入のLINEコールにより電話相談件

数の増加。Wi₋Fi環境下で無料通話できる

LINEコールの利便性により、社会的な問題を

抱えた方の窓口として利用が拡がったと考え

る。

電話相談延件数　R5　378件→411件
8,107

・思いがけない妊娠等に悩む人へ専

門相談窓口において、妊娠・出産に

関する正しい情報提供を行うととも

に、経済的問題を抱える対象者にお

いても通話料無料で架電できる

LINEコールも併用し、相談に応じ

る。

・相談したい人たちがにんしんSOS

につながるよう、効果的に周知す

る。

（公民連携による協力先でのチラ

シ・カードの配布、にんしんSOSリ

ンク先の掲載依頼）

健康医療

部

地域保健

課

180 11 (7) ②

性と健康相談セン

ター事業

（グリーフケア）

流産・死産等でこどもとの死別を経験された

方々に対し、専門相談やピアサポートグループの

開催、また自助グループなど必要な情報の発信を

通じて、悲嘆（グリーフ）を抱えて孤立すること

を予防する。

流産・死産等でこどもとの死別を経験された方々が孤立しないよ

う、グリーフケアを実施する。

○専門相談やピアサポートグループの開催等

17347

（性と健

康の相談

センター

事業費）

・「性と健康の相談センター」におい

て、流産・死産等でこどもとの死別を経

験された方々への専門相談支援・ピアサ

ポートグループの実施を行う。また、市

町村や医療機関等の支援者に対するセミ

ナーや、関係機関との情報共有を目的と

した会議を行う。

・大阪府HPにおいて、自助グループなど

必要な情報の発信を行う。

・個別相談：延べ20件（対面12件、オンライ

ン8件）

・ピアサポートグループ：延べ26名

・ホームページの運営。

・市町村、医療機関等の関係機関へ周知。
A

・市町村の母子保健担当者向け研修や、産科

医療機関への啓発チラシの配布により、グ

リーフケアの相談支援等の周知を行う。

・市町村や医療機関等の支援者に対するセミ

ナーを実施。

17,723

（性と健康の

相談センター

事業費）

・「性と健康の相談センター」にお

いて、流産・死産等でこどもとの死

別を経験された方々への専門相談支

援・ピアサポートグループの実施を

行う。また、市町村や医療機関等の

支援者に対するセミナーや、関係機

関との情報共有を目的とした会議を

行う。

・大阪府HPにおいて、自助グルー

プなど必要な情報の発信を行う。

健康医療
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R6新 181 11 (7) ② 妊産婦こころネット

拠点機関にコーディネータを配置し、妊産婦のメ

ンタル不調に携わる精神科医療機関や産婦人科

医療機関、地域の関係機関と連携会議を開催す

る。また、適切な医療につながるよう相談支援

や症例検討を実施し、妊産婦のメンタルヘルス

に対応する地域体制の整備を図る。

メンタルヘルスに不調を抱える妊産婦が必要とする医療や支援につ

ながるよう、地域における産科と精神科の連携体制を推進してい

る。

11,030 ・妊産婦のメンタルヘルス連携会議を開

催する。

・妊産婦が必要な医療につながるよう

コーディネータによる相談対応や 、 関

係者による症例検討を実施する。

（委託業務）

・ネットワーク連携会議：1回

・事例検討会：1回

・産科医療機関、精神科医療機関へのアンケー

ト調査：対象 府内1,000医療機関

・事業チラシの配布：府内医療機関、行政関係

部署等

・ホームページの開設と運営

・相談業務：8件（10月開始）

A

（委託業務）【R6年度】

・ネットワーク連携会議：1回

・事例検討会：1回

・産科医療機関、精神科医療機関へのアン

ケート調査：対象 府内1,000医療機関

・事業チラシの配布：府内医療機関、行政関

係部署等

・ホームページの開設と運営

・相談業務：8件（10月開始）

11,030

（委託業務）

・ネットワーク連携会議：年1回

・事例検討会：年2～3回

・医療機関調査：R6継続調査

・相談、コーディネート業務：関係

機関、行政関係部署からの地域連携

についての相談等

・ホームページの運営、情報提供に

よる啓発

健康医療

部
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182 11 (8) ①
自殺対策人材養成研

修

若年のこころの特徴についての理解や支援に必

要な視点を学ぶ研修を実施する。

支援者が、若者の特徴を理解し、適切な支援を行うことができる。

（毎年度研修開催３回以上）

－ 若年者の自殺対策研修を開催する。 若年層向け自殺対策研修を４回開催。

226名受講。 A

若年層向け自殺対策研修会の開催

・R５年度　開催回数：4回　参加者：173名

・R５年度　開催回数：４回　参加者：226名

-

若年者の自殺対策研修を開催する。
健康医療

部

こころの

健康総合

センター


